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平成 28年度岩手県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
平成２９年９月 

岩手県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。 
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３．事業の実施状況 

 

事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

事業名 【No.１（医療分）】周産期医療情報連携推

進事業（周産期医療情報ネットワーク事業） 

【総事業費】 

33,121千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の周産期医療提供体制は、産科医不足及び高齢開業

医の分娩取扱中止などにより危機的状況となっている。ま

た、第１子出生時の高年齢化により、分娩時のリスクが高

まっている。 

分娩リスクに応じた安心・安全な周産期医療提供体制を

確保していくため、ＩＣＴを活用した医療情報連携により

県内の周産期医療機関の機能分化と連携を推進していく必

要がある。 

アウトカム指標：出生数に占める周産期救急搬送コーディ

ネーターによる母体救急搬送件数の割合（平成 29年度まで

に 2.3％（平成 25～27年度までの３年平均）以内）とする。 

事業の内容（当初計画） 県内の周産期医療機関（周産期母子医療センター、分娩

取扱病院・診療所、助産所等）が、妊婦健診等の診療情報

をリアルタイムで共有する「岩手県周産期医療情報ネット

ワークシステム（いーはとーぶ）」と県内の各周産期母子医

療センターの基幹電子カルテを連携させる「周産期電子カ

ルテ」を運用するもの。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○「いーはとーぶ」参画医療機関数 ４３か所（100％） 

○「いーはとーぶ」参画市町村数 ３２か所（96.9％） 

アウトプット指標（達成

値） 

○「いーはとーぶ」参画医療機関数 ４１か所（97.6％） 

○「いーはとーぶ」参画市町村数 ３２か所（96.9％） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：出生数に占める周

産期救急搬送コーディネーターによる母体救急搬送件数の

割合 2.8％ 

観察できた → 出生数 8,341（国の人口動態統計月報）

のうち搬送件数 230（実績報告書） 
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（１）事業の有効性 

ＩＣＴを活用した周産期医療情報連携により、県内各地

域の周産期医療機関相互並びに市町村（母子保健指導）が

妊産婦の医療情報を共有することが可能となり、医療機関

の機能分化と連携による分娩リスクに応じた適切な医療提

供体制を確保することができた。 

（２）事業の効率性 

運用にあたっては、医療情報システムの専門的な知識と

技術を有する企業に委託して効率的な運営を行った。 

その他  
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事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

事業名 【No.2】 

 病床転換施設設備整備事業 

【総事業費】 

32,778 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 東八幡平病院、岩手県医療局（県立久慈病院） 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

入院患者の状態に応じた病床機能に分化し、各病床機能

が連携した医療提供体制を構築していくためには、将来、

地域において過剰になると見込まれる病床機能を不足する

と見込まれる病床機能へ転換し、それぞれの病床機能の連

携を促進していく必要がある。 

アウトカム指標：回復期リハビリテーション病床への転換

数 ４５床（平成２８年度） 

事業の内容（当初計画）  医療機関が既存病床を地域において不足すると見込まれ

る医療機能の病床へ転換するために必要な施設・設備の整

備に対して支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

病床転換事業実施病院数 ２病院（平成２８年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

病床転換事業実施病院数 ２病院（平成２９年度へ事業継

続） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：回復期リハビリテ

ーション病床への転換数  

観察できなかった → 平成２９年度へ事業継続 

（１）事業の有効性 

将来不足すると見込まれる病床機能への転換により、入

院患者の状態に応じた適切な病床機能の分化が図られるも

のと考える。 

（２）事業の効率性 

 区域ごとの地域医療構想調整会議における、将来のある

べき医療提供体制の構築に向けた協議等に基いて病床機能

の転換を進めることにより、効率的な執行が図られるもの

と考える。 

その他  
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事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

事業名 【No.3】ＩＣＴを活用した地域医療ネット

ワーク基盤整備事業 

【総事業費】 

264,036千円 

事業の対象となる区域 岩手中部区域 

事業の実施主体 特定非営利活動法人岩手中部地域医療情報ネットワーク協

議会 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域において継続した質の高い地域医療連携を推進する

ため、医療機関及び施設等相互において切れ目のない医療

及び介護の情報連携を行う地域医療情報ネットワークシス

テムを構築する必要がある。 

アウトカム指標：ネットワーク構築区域数 ５区域（Ｈ29

年度末） 

事業の内容（当初計画） 保健医療圏や、地域で基幹的な役割を担う病院の配置状

況又は地域における患者の受療行動等を勘案しながら設定

する区域において、在宅医療提供体制の整備や、医療・介

護の連携を図ることを目的に実施する地域医療情報ネット

ワーク構築への補助を行う。（岩手中部保健医療圏における

地域医療情報ネットワーク構築） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

ネットワーク参加機関・施設数 23機関（施設） 

アウトプット指標（達成

値） 

事業継続中（ネットワーク構築中） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：ネットワーク構築

区域数 ５区域（Ｈ30年度末） 

事業継続中（ネットワーク構築中） 

（１）事業の有効性 

医療機関及び施設等相互において切れ目のない医療及び

介護の情報連携を行う体制整備に向け検討を重ねており、

ネットワークシステム整備後は、地域において継続した質

の高い地域医療連携が図られると考える。 

（２）事業の効率性 

システムの早期整備に向け、関係機関へのヒアリングや

関係機関との協議を実施するなど、効率的な業務執行に努

めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.4】 

 在宅医療推進事業 

【総事業費】 

8,132 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステム構築における「医療」として、全

ての日常生活圏域において、医療と介護の関係者が連携し、

在宅医療を提供できる体制づくりが求められている。 

アウトカム指標：在宅医療介護連携に取り組んでいる市町

村（合同での取組を含む）22市町村（平成 29年度末） 

事業の内容（当初計画） １ 在宅医療介護連携促進事業 

（１）市町村在宅医療連携体制支援事業 

市町村が取組む在宅医療・介護連携の取組への技術的助

言を行う事業を県訪問看護ステーション協議会に委託 

（２）広域型在宅医療連携拠点運営支援事業 

 医療圏、生活圏としての広域支援、医療連携体制構築に

要する経費を補助 

２ 在宅医療体制確保支援事業 

（１）在宅医療介護連携圏域会議の開催 

（２）在宅医療の実態調査の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅医療連携拠点等を運営している事業体数：９（平成 27

年度末）→11（平成 28 年度末） 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅医療連携拠点等を運営している事業体数：９（平成 27

年度末）→10（平成 28 年度末） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅医療介護連携

に取り組んでいる市町村（合同での取組を含む） 

観察できた → 在宅医療介護連携に取り組んでいる市町

村が、31 市町村となるなど、在宅医療・介護連携の取組み

が進んでいる。 

（１）事業の有効性 

 各市町村において平成 30 年３月までに在宅医療・介護連

携に取り組むことが求められているところであるが、取組

状況について、市町村間で差がみられることから、在宅医

療連携拠点を広域で設置する際の補助や保健所を通じた広
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域での研修実施等により、市町村の在宅医療・介護連携推

進事業の取組みに寄与した。 

（２）事業の効率性 

 市町村単独で事業を行うことが困難なものについては、

広域連携による事業実施を促すなど、事業の効率的な実施

に寄与した。 

その他  



   

22 

 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5】 

 在宅医療推進協議会運営事業 

【総事業費】 

216 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステム構築における「医療」として、全

ての日常生活圏域において、医療と介護の関係者が連携し、

在宅医療を提供できる体制づくりが求められている。 

アウトカム指標：在宅医療介護連携に取り組んでいる市町

村（合同での取組を含む） 22市町村（平成 29年度末） 

事業の内容（当初計画） 医師、看護師、介護従事者、行政等、在宅医療に関わる

職種の団体による在宅医療推進協議会を設置し、本県の在

宅医療を取り巻く課題や今後の推進方策等について協議を

行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

全県会議参加機関数 ９団体 

アウトプット指標（達成

値） 

全県会議参加機関数 ９団体 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅医療介護連携

に取り組んでいる市町村（合同での取組を含む） 

観察できた → 在宅医療介護連携に取り組んでいる市町

村が、31 市町村となるなど、在宅医療・介護連携の取組み

が進んでいる。 

（１）事業の有効性 

在宅医療に関するデータの提供や「在宅医療・介護連携

推進事業の手引き岩手県版補足資料」の作成等を行うこと

により、在宅医療介護連携に取り組もうとする市町村及び

市町村職員等へ有効な支援を行うことができた。 

（２）事業の効率性 

県内の在宅医療の実態把握、関係者との共有が図られる

とともに、これに係る事業の効率的かつ計画的な執行に寄

与した。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6】 

 訪問看護推進協議会運営事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後必要性が増す在宅医療の要となる訪問看護を適切に

推進するため、関係機関、学識経験者により諸課題につい

て協議する場が必要である。 

 

アウトカム指標：訪問看護研修会参加者数 20人（平成 28

年度） 

事業の内容（当初計画） 訪問看護関係者で構成する訪問看護推進協議会を開催

し、訪問看護に係る課題、対策を関係者間で協議する。 

 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

協議会参加者（機関）数 ８団体 

アウトプット指標（達成

値） 

協議会参加者（機関）数 ８団体（在宅医療推進協議会参

加者数） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：訪問看護研修会参

加者数 20人（平成 28年度） 

観察できた → 研修会参加者数の目標を達成した。 

 

（１）事業の有効性 

 訪問看護に係る課題や対策等を関係者間で協議し、研修

会の内容の充実を図るよう努めた。 

（２）事業の効率性 

 在宅医療推進協議会と併せて開催することにより、効率

的な実施に努めた。 

 

その他  



   

24 

 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.7】 

 多職種連携研修会運営事業 

【総事業費】 

5,041 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステム構築における「医療」として、全

ての日常生活圏域において、医療と介護の関係者が連携し、

在宅医療を提供できる体制づくりが求められている。 

アウトカム指標：在宅医療介護連携に取り組んでいる市町

村（合同での取組を含む） 22市町村（平成 29年度末） 

事業の内容（当初計画） 県内の各地域において、在宅医療への理解を深め、在宅

医療に参入する医師等医療従事者を増やすとともに、医療

従事者と一体にチーム医療に参加できる介護関係者を養成

するための研修会を行うなど、市町村職員を含む在宅医

療・介護連携体制構築を担う人材を育成するため、研修を

各団体等に委託する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅医療に係る研修を実施している団体数 

 ７（平成 27 年度末）→17（平成 28 年度末） 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅医療に係る研修を実施している団体数 

 ７（平成 27 年度末）→16（平成 28 年度末） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅医療介護連携

に取り組んでいる市町村（合同での取組を含む） 

観察できた → 在宅医療介護連携に取り組んでいる市町

村が、31 市町村となるなど、在宅医療・介護連携の取組み

が進んでいる。 

 

事業の有効性・効率性 

医療、介護関係の各職能団体に研修を委託することで、

在宅医療の各職種の役割を踏まえた研修を行うことがで

き、効果的、効率的な研修実施がなされた。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.8】 

 訪問看護研修会運営事業 

【総事業費】 

395 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、必要性が増す在宅医療の要となる訪問看護を適切

に推進し、質の高い訪問看護を提供するため、担い手とな

る看護職員の育成が必要となる。 

アウトカム指標：訪問看護ステーション職員数（常勤換算）

の増（平成 26年 303人） 

事業の内容（当初計画） 訪問看護に従事する看護職員と医療機関に従事する看護

職員の交流研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○研修会の開催 １回 

○参加人数 ２０人 

アウトプット指標（達成

値） 

○研修会の開催 １回 

○参加人数 ２０人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：訪問看護ステーシ

ョン職員数（常勤換算）の増 

観察できた → 訪問看護ステーション職員数は、303 人

（平成 26年）から 341人（平成 28年）に増加した。 

（１）事業の有効性 

医療機関と訪問看護事業所の看護師が相互交流する研修

を実施することで、訪問看護においては、医療機関におけ

る最新の医療技術や退院支援を理解し、医療機関における

看護においては、在宅看護や訪問看護の知識、技術の理解

や調整機能の強化が図られ、今後、需要が増す在宅医療の

適切な提供体制の構築が期待される。 

（２）事業の効率性 

県内の医療機関、訪問看護事業所の看護職員２０人を対

象に、集合研修、合同研修を３日、医療機関、訪問看護ス

テーションでの実地研修を２日行うプログラムにより、実

践的かつ効率的な研修を実施した。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.9】 

 高次脳機能障がい者地域支援体制整備事

業 

【総事業費】 

6,566 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域（重点）、二戸区域（重点） 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高次脳機能障がい者が退院後に地域で必要な支援を受け

ながら生活できるよう、地域の医療機関と福祉関係機関等

との連携による、地域の支援体制を整備する必要がある。 

アウトカム指標：地域の支援拠点における相談支援件数の

増 （平成 27年度 123件） 

事業の内容（当初計画） １ 県の支援拠点機関に地域支援コーディネーターを配置

し、地域の支援拠点等を支援するとともに、地域支援拠点

の支援者等の育成研修を実施する。 

２ 地域の支援拠点を新たに２ヵ所設置し、地域の医療、

福祉、行政等関係機関との連携による支援体制を整備する

ため、相談支援を実施するとともに、関係機関との連絡会

議やケース会議、地域における支援者の研修等を実施する。  

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○地域の支援拠点の新規設置 ２ヵ所 

○地域の支援拠点における連絡調整会議開催回数 ２回 

アウトプット指標（達成

値） 

○地域の支援拠点の新規設置 ２ヵ所 

○地域の支援拠点における連絡調整会議開催回数 ４回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：地域の支援拠点に

おける相談支援件数の増 

観察できた → 平成 27年度の 123件から 586件へ増加 

（１）事業の有効性 

 支援拠点の新規設置により、高次脳機能障がい者に対す

る地域の支援体制の充実が図られたと考える。 

（２）事業の効率性 

 障がい保健福祉圏域ごとに、支援拠点を中心とした医療

と福祉のネットワークが整備されることにより、高次脳機

能障がい者に対し、より身近な地域で充実した支援を実施

することが期待できる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.10】 

 重症心身障がい児等支援者育成事業 

【総事業費】 

15,391 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、両磐区域、気仙区域、釜石区域、

久慈区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 重症心身障がいも発達障がいも、身近なところで相談に

対応できる人材が不足している。また、重症心身障がいに

ついては適切な看護を提供できる体制の整備が必要となっ

ている。 

アウトカム指標：研修会修了者数（平成 28年度） 重症心

身障がい（看護職員）25 人、重症心身障がい（相談員）25

人、発達障がい（相談員）30人 

事業の内容（当初計画） 重症心身障がい及び発達障がいについて、医療と福祉の

連携による支援を担う人材を育成するために、看護職員等

向けの研修（重症心身）と相談員向けの研修（重症心身及

び発達）を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会の開催回数 ５０回 

重症心身障がい（看護職員向け）２回×２圏域＝ ４回 

４回×３圏域＝１２回 

重症心身障がい（相談員向け） ２回×２圏域＝ ４回 

４回×３圏域＝１２回 

発達障がい（相談員向け）   ２回×３圏域＝ ６回 

４回×３圏域＝１２回 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会の開催回数 ４２回 

重症心身障がい（看護職員向け）２回×２圏域＝ ４回 

４回×２圏域＝ ８回 

重症心身障がい（相談員向け） ２回×２圏域＝ ４回 

４回×２圏域＝ ８回 

発達障がい（相談員向け）   ２回×３圏域＝ ６回 

４回×３圏域＝１２回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた → 研修会修了者数は、重症心身障がい（看

護職員）25人、重症心身障害（相談員）30人、発達障害（相

談員 42人であった。 
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（１）事業の有効性 

重症心身障がいや発達障害に係る看護や相談の経験のな

い受講者に対し、適切な技能を身につける研修を実施する

ことにより、不足していた人材の増加に寄与した。 

（２）事業の効率性 

事業対象区域の重点化により、障がい者がより身近な地

域で支援を受けられる体制が構築されると期待される。 

その他   
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.11】 

 地域包括ケアシステム基盤確立事業（医

療介護連携調整事業） 

【総事業費】 

274 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

退院調整の実態を明らかにし、共有化することで、地域

ケア会議の活性化を促すとともに、医療と介護の連携強化

を図る。 

アウトカム指標：退院調整ルール策定件数の増 （平成 27

年度末 ２圏域） 

事業の内容（当初計画） 介護サービスの提供を必要とする高齢者の入退院の際の

病院とケアマネージャーの調整ルールを策定し、医療と介

護の切れ目のないサービス提供体制を構築する。（盛岡及び

宮古両圏域のフォローアップ及び他圏域における退院調整

の実態把握） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○退院調整ルールに係るメンテナンス会議の開催：盛岡、

宮古各１回 

○医療介護連携の情報提供：７圏域 

アウトプット指標（達成

値） 

○退院調整ルールに係るメンテナンス会議の開催：盛岡、

宮古各１回 

○医療介護連携の情報提供：７圏域 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標：退院調整ルール策

定件数の増 

観察できた → ２圏域から６圏域へ増加 

（１）事業の有効性 

盛岡及び宮古両圏域の医療関係者と介護関係者により退

院調整ルールの運用、メンテナンスを通じて認識の共有が

図られ、情報連携が推進されるとともに、これをモデルと

して他圏域にも同趣旨の取組が拡大した。 

（２）事業の効率性 

ＩＣＴを活用した情報連携を行っている圏域もあり、今

後の展開として、より効率的な運用も期待される。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.12】 

 在宅歯科医療連携事業 

【総事業費】 

3,345 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護施設や在宅の外来受診困難者等及び介護支援専門員

等の介護関係者のニーズに応え、地域における在宅歯科医

療の推進及び他分野との連携体制を整備する必要がある。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所数 170 施設（平

成 27 年度）→180 施設（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 介護施設や在宅の外来受診困難者等及び介護支援専門員

等の介護関係者のニーズに応え、地域における在宅歯科医

療の推進及び他分野との連携体制の構築を図るため、県歯

科医師会館内に「在宅歯科医療連携室」を設置し、在宅歯

科医療や口腔ケア指導者等の実施歯科診療所等の紹介や在

宅歯科医療機器の貸出し等の業務を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○在宅歯科医療連携に関する相談件数 ４０件 

○在宅歯科医療機器の貸出件数 １５件 

アウトプット指標（達成

値） 

○在宅歯科医療連携に関する相談件数 ２０件 

○在宅歯科医療機器の貸出件数 ２６件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅療養支援歯科

診療所数 

観察できた → 170 施設から 175 施設へ増加 

（１）事業の有効性 

医療と介護等との連携した事業の実施により、地域にお

ける在宅の外来受診困難者や介護施設に入所している要介

護者等に対する口腔機能低下や誤嚥性肺炎予防のための適

切な歯科受療の推進につながっている。 

（２）事業の効率性 

 県歯科医師会と連携して取組むことにより、効率的な事

業実施が図られたものと考える。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.13】 

 歯科保健医療研修事業 

【総事業費】 

1,314 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県歯科医師会 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

最新の歯科保健医療に関する技術の研鑽や知見の習得及

び地域における先進的な医科・歯科連携等について講習会

を行うことにより、在宅歯科医療及び口腔ケア等のプロフ

ェッショナルケアについて専門性を持つ歯科医師等を養成

する必要がある。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所数 170 施設（平

成 27 年度）→180 施設（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 歯科医師等を対象とした在宅医療及び口腔ケア等のプロ

フェッショナルケアについて専門性を持つ歯科医師等を養

成するための研修会の開催等に要する経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会の開催回数   ５回 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会の開催回数   ２回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅療養支援歯科

診療所数 

観察できた → 170 施設から 175 施設へ増加 

（１）事業の有効性 

在宅での歯科医療や口腔ケアの推進、医療から介護まで

連続したサービスの提供など、適切な在宅歯科医療の推進

につながるものと考える。 

（２）事業の効率性 

 歯科医療に関する講習のノウハウを有する岩手県歯科医

師会の取組みを支援することにより、効率的な事業実施が

図られたものと考える。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.14】 

 在宅歯科診療設備整備事業 

【総事業費】 

26,364 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 歯科医療機関 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域において在宅歯科診療を担う歯科医療機関に対して

在宅歯科診療に必要な医療機器等の整備を支援することに

より、質の高い在宅歯科医療の提供体制の構築を図る必要

がある。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所数 170 施設（平

成 27 年度）→180 施設（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 「歯の健康力推進歯科医師養成講習会」または岩手県歯

科医師会が在宅歯科医療研修事業実施要領に基づき実施す

る研修を修了した歯科医師が所属する病院及び診療所等の

開設者に対して、在宅歯科診療の実施に必要な初度設備整

備に要する経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

整備医療機関 71 施設→81 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

整備医療機関 71 施設→81 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅療養支援歯科

診療所数 

観察できた → 170 施設から 175 施設へ増加 

（１）事業の有効性 

講習会の受講を終了した歯科医師に対して初度設備整備

に要する経費を補助したことにより、在宅歯科医療の推進

につながっている。 

（２）事業の効率性 

補助対象者を講習会受講者とすることにより、効率的に

設備整備までつなげることができたものと考える。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.15】 

 有床診療所等機能強化事業 

【総事業費】 

5,603 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県医師会 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステム構築における「医療」として、全

ての日常生活圏域において、医療と介護の関係者が連携し、

在宅医療を提供できる体制づくりが求められている。 

アウトカム指標：在宅医療介護連携に取り組んでいる市町

村（合同での取組を含む） 22市町村（平成 29年度末） 

事業の内容（当初計画） 地域包括ケアシステムの構築のため、岩手県医師会が中

心に取組む在宅医療実施医療機関に対する休日等における

医師や看護師等の派遣調整の体制づくりに要する経費を同

会へ補助する。 

１ 医師を中心に、居宅等における医療の継続及び均てん

化を図るため、調査研究等により現状及び課題を確認する

とともに、これらの解決に向けた具体的方策、必要な事項

を検討するための協議組織の設置運営 

２ １及び切れ目なく在宅医療を提供するために実施する

医療従事者支援の仕組みづくりに従事する要員を１名配置 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

居宅等における医療推進に係る協議組織の会議開催回数： 

２回（平成 27 年度末）→３回（平成 28 年度末） 

アウトプット指標（達成

値） 

居宅等における医療推進に係る協議組織の会議開催回数： 

２回（平成 27 年度末）→２回（平成 28 年度末） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：在宅医療介護連携

に取り組んでいる市町村（合同での取組を含む） 

観察できた → 在宅医療介護連携に取り組んでいる市町

村が、31 市町村となるなど、在宅医療・介護連携の取組み

が進んでいる。 

（１）事業の有効性 

岩手県医師会が各郡市医師会等に対しヒアリングを実施

し、地域における在宅医療の現状や課題を把握することに

より、全県的な在宅医療の推進に向けた、具体的な取組み

の検討につながった。 
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（２）事業の効率性 

全県を対象地域とする岩手県医師会が在宅医療の推進の

取組みを進めることで、効率的な事業実施につながった。 

その他  
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(1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.1（介護分）】 

岩手県介護施設等整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

571,020千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、釜石区域、

宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護を要する高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

よう地域密着型サービスの提供体制の充実を支援する。 

アウトカム指標：地域密着型特別養護老人ホーム等の合計床数 4,276床 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

主な整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム         ５８床（２カ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所          ９床／月分（１カ所） 

 認知症高齢者グループホーム           ７２床（６カ所） 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対し

て支援を行う。 

 ④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援 

を行う。 

アウトプット指標 ・地域包括ケアシステムの実現に向けて、第６期介護保険事業支援計画

等において予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

・地域密着型介護老人福祉施設 1,155 床（5 期末）→ 1,651 床 

・認知症高齢者グループホーム 2,278 床（5 期末）→ 2,625 床 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域密着型サービス施設等の整備を行うことにより、地域密着型特別

養護老人ホーム及び認知症高齢者グループホームの合計床数を増とす

る。 

アウトプット指標

（達成値） 

・地域密着型介護老人福祉施設 1,155 床（5 期末）→ 1,338 床 

・認知症高齢者グループホーム 2,278 床（5 期末）→ 2,325 床 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域密着型特別養護老人ホーム

等の合計床数 4,276床 

⇒事業実施中 
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 （１）事業の有効性 

アウトカム指標には届かなかったものの、地域密着型サービス施設等

の整備により地域密着型介護老人福祉施設及び認知症高齢者グループ

ホームの床数が増加し、高齢者が地域において、安心して生活できる体

制の構築が進んでいる。 

（２）事業の効率性 

調達方法や手続について情報提供することで一定の共通認識が得ら

れ、効率的な施設整備が図られた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16】 

 医師確保対策推進事業 

【総事業費】 

1,963 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在が続いており、県民が必要な医療を適切に受けること

ができる体制の実現のため、医師の養成・確保や地域偏在

解消を図る必要がある。 

アウトカム指標：人口 10 万人対病院勤務医師数 127.3 人

（Ｈ26 年）→138.3 人（Ｈ30 年） 

事業の内容（当初計画） 岩手県医師確保対策アクションプランに基づき、高校生

や医学奨学生対象のセミナーの開催や、奨学金制度周知等

を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○各種セミナーの開催回数 ３回 

○各種セミナーの参加者数 １８５人 

アウトプット指標（達成

値） 

○各種セミナーの開催回数 ３回 

○各種セミナーの参加者数 １７９人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

人口 10 万人対病院勤務医師数  

観察できなかった → 人口 10 万人対病院勤務医師数は、

平成 28 年度の調査結果が出ていない 

（１）事業の有効性 

キャリア形成の各ステージに対応した適切で効果的な取

組みを実施することにより、今後の医師確保・定着に寄与

するものと考える。 

（２）事業の効率性 

高校生向けセミナーについて、進学セミナーや夏期講習

等のノウハウを持つ事業者に委託して実施することによ

り、効率的な事業執行が可能になったものと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17】 

 医師招聘推進事業 

【総事業費】 

5,099 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在が続いており、県民が必要な医療を適切に受けること

ができる体制の実現のため、即戦力となる医師の招聘、医

師の定着への取組を推進し県内医師不足の解消を図る必要

がある。 

アウトカム指標： 

○医師の招聘数 10 人 

○人口 10 万人対病院勤務医師数 127.3 人（Ｈ26 年）→

138.3 人（Ｈ30 年） 

事業の内容（当初計画） 本県出身の医師や地域医療に関心の高い医師など県外に

在住する招聘可能性のある医師への訪問活動や広報活動等

に取組み、即戦力となる医師を確保する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医師面談等の実施回数 200 回 

アウトプット指標（達成

値） 

医師面談等の実施回数 395 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

○医師の招聘数 

観察できた → 医師の招聘数について、10 人の目標に対

し９人の実績となった。 

○人口 10 万人対病院勤務医師数  

観察できなかった → 人口 10 万人対病院勤務医師数は、

平成 28 年度の調査結果が出ていない 

（１）事業の有効性 

関係大学や首都圏等大学への訪問による派遣要請や即戦

力医師の招聘活動を継続するほか、フォローアップ面談の

実施等により招聘医師の定着を図っていく必要がある。 
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（２）事業の効率性 

全国的な医師不足の状況は早急な改善を見込めないこと

から、招聘可能性の高い医師に対する重点的なアプローチ

等の取組が必要となっている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18】 

 臨床研修医定着支援事業 

【総事業費】 

19,674 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在が続いており、県民が必要な医療を適切に受けること

ができる体制の実現のため、臨床研修医の確保と定着を図

り、医師不足の解消を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

○臨床研修病院合同面接会参加者数 80 人（平成 28 年度） 

○指導医講習会修了者数      660人（平成 28年度） 

事業の内容（当初計画） 臨床研修医の確保に向けた臨床研修病院合同説明会や質

の高い研修プログラムの提供に向けた指導医講習会などの

各種セミナーを開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○臨床研修病院合同面接会の開催回数 １回 

○指導医講習会開催回数       １回 

アウトプット指標（達成

値） 

○臨床研修病院合同面接会の開催回数 １回 

○指導医講習会開催回数       １回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

○臨床研修病院合同面接会参加者数 58 人（平成 28 年度） 

 観察できた → 目標は下回ったが、前年度比４人増 

○指導医講習会修了者数 672 人（平成 28 年度末） 

観察できた → 32 名の受講者があった 

（１）事業の有効性 

 指導医の資質の向上により、研修プログラムの充実や研

修医に対する各種講習会の開催等、魅力的な研修体制が整

備された。また、岩手県の臨床研修病院や取組について幅

広く周知が図られ、研修医の増加につながった。 

（２）事業の効率性 

 県内 12 の臨床研修病院が「いわてイーハトーヴ臨床研修

病院群」として連携することにより、臨床研修体制の充実

や環境整備に向けた一体的な取り組みを実施できた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.19】 

 地域医療支援センター運営事業 

【総事業費】 

17,410 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在が続いており、県民が必要な医療を適切に受けること

ができる体制の実現のため、医師の養成・確保や地域偏在

解消を図る必要がある。 

アウトカム指標：人口 10 万人対病院勤務医師数 127.3 人

（Ｈ26 年）→138.3 人（Ｈ30 年） 

事業の内容（当初計画） 医師のキャリア形成等の相談業務を行うため専任医師を

配置するほか、奨学金養成医師の配置調整を行うため配置

調整会議を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○配置調整会議の開催回数 ４回 

○配置調整医師数 ８０人 

アウトプット指標（達成

値） 

○配置調整会議の開催回数 ３回 

○配置調整医師数 ６４人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

人口 10 万人対病院勤務医師数  

観察できなかった → 人口 10 万人対病院勤務医師数は、

平成 28 年度の調査結果が出ていない 

 

（１）事業の有効性 

医師のキャリア形成支援や養成医師の配置調整により効

果的な医師確保や地域偏在解消が図られるものと考える。 

（２）事業の効率性 

専任医師を配置したことにより、効率的な相談業務の実

施が可能になったと考える。また配置調整会議の開催によ

り効率的な医師の配置が可能になるものと考える。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.20】 

 中核病院診療応援事業 

【総事業費】 

792 千円 

事業の対象となる区域 岩手中部区域、両磐区域、釜石区域 

事業の実施主体 市町村、医療機関 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在の問題や、産科や小児科などの特定診療科の医師不足

が続いていることから、医師の勤務環境の改善や負担軽減

等のため、開業医による診療応援体制を構築することによ

り、地域の中核病院における診療体制の確保を図る必要が

ある。 

アウトカム指標： 

○開業医による診療応援回数 70 回（平成 28 年度） 

○開業医による定期的な診療応援回数 75 回（平成 28 年

度） 

事業の内容（当初計画） １ 公的病院の常勤医が学会出席等で不在となるときにつ

いて、市町村が地元医師会の協力のもとに行う開業医に

よる診療応援体制の整備に対して補助する。 

２ 県立病院が休日・夜間当番日に地元開業医等の派遣に

よる診療協力を受け、診療体制の確保を行う事業に対し

て補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○中核病院を支援する市町村への補助 １市町村 

○地元開業医の診療応援を受ける中核病院への補助 ４病

院 

アウトプット指標（達成

値） 

○中核病院を支援する市町村への補助 １市町村 

○地元開業医の診療応援を受ける中核病院への補助 ３病

院 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

○開業医による診療応援回数 45 回（平成 28 年度） 

観察できた → 実績値は目標値を下回った 

○開業医による定期的な診療応援回数 59 回（平成 28 年

度） 

観察できた → 実績値は目標値を下回った 
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（１）事業の有効性 

開業医等による診療応援を支援することにより、常勤医

の負担軽減及び切れ目のない地域医療体制の確保を図るこ

とができた。 

（２）事業の効率性 

市町村と医療機関が主体となり、地元医師会及び地域の

開業医と連携することによって、円滑な診療応援体制を整

備することができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.21】 

 地域医療対策協議会運営事業 

【総事業費】 

151 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在が続いており、県民が必要な医療を適切に受けること

ができる体制の実現のため、医師の養成・確保や地域偏在

解消を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

○人口 10 万人対病院勤務医師数 127.3 人（Ｈ26 年）→

138.3 人（Ｈ30 年） 

事業の内容（当初計画） 地域医療対策協議会を開催し、地域医療関係者との意見

調整を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域医療対策協議会開催回数 １回 

アウトプット指標（達成

値） 

地域医療対策協議会開催回数 １回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

人口 10 万人対病院勤務医師数  

観察できなかった → 人口 10 万人対病院勤務医師数は、

平成 28 年度の調査結果が出ていない 

（１）事業の有効性 

本県における地域医療の充実・確保に向け、医師の養成・

確保と県内への定着促進及び医師派遣・配置体制等のあり

方について協議等を行うことができ、県内医療関係者に県

の取組みについて理解と協力を得ることに有効であったと

考える。 

（２）事業の効率性 

県内の主要な医療関係団体の長等を委員とした会議であ

り、県内医療関係者に県の取組みについて一度に説明や意

見聴取ができ、効率的な事業となった。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.22】 

 障がい者歯科医療対策事業 

【総事業費】 

4,536 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

心身障がい者（児）は、歯科治療の受療が困難なことや

口腔衛生指導を受ける機会が少なく、健常者に比較して虫

歯や歯肉炎等の歯科疾患が多く認められることから、障が

い者（児）に対しても歯科治療が円滑に実施できる体制を

構築し、障がい者（児）の健康増進及び福祉向上を図る必

要がある。 

アウトカム指標：障がい者歯科診療体制整備区域数 １区

域（平成 28年度） 

事業の内容（当初計画） 障がい者（児）に対する歯科治療が円滑に実施できるよ

うに、障がいの程度に応じたスクリーニングの実施方法な

どを習得するためのセンター研修会及び障がい者歯科診療

の実施方法等について地区医師会ごとに研修会を実施する

ほか、障がい者歯科医療に関する普及啓発を図るためのパ

ンフレット等を作成、配布する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○事業実行委員会開催回数  ３回 

○センター研修会開催回数  ３回 

○地域研修会の開催回数   ３回 

アウトプット指標（達成

値） 

○事業実行委員会開催回数  ５回 

○センター研修会開催回数  ３回 

○地域研修会の開催回数   ３回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

障がい者歯科診療体制整備区域数 

観察できなかった →  

（１）事業の有効性 

スクリーニングの実施方法等を習得することにより、障

がいの程度に応じて、適切な歯科治療を円滑に実施する体

制の構築が図られるものと考える。 

（２）事業の効率性 

診療所の設備など地域によって異なる医療提供体制に応

じて、センター研修会と地域研修会の内容を調整すること

により、効率的に研修が実施されたものと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.23】 

 産科医等確保支援事業 

【総事業費】 

67,171 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、両磐区域、気仙区域、釜石区域、

宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在の問題や、産科や小児科などの特定診療科の医師不足

が続いていることから、医師の勤務環境の改善や負担軽減

等のため、処遇改善を通じて産科医の離職防止や安全な医

療の確保を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

分娩取扱件数の維持（平成 27 年度 5,158 件） 

事業の内容（当初計画） 産科医等に対して分娩手当等を支給する医療機関に対し、

経費の一部を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業実施医療機関数 11 病院 

アウトプット指標（達成

値） 

事業実施医療機関数 11 病院 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

分娩取扱件数の維持 分娩取扱件数 5,318 件 

観察できた → 分娩取扱件数は平成 27 年度の 5,158 件

から 160 件増加 

（１）事業の有効性 

 平成 28 年度は 11 病院において、5,318 件の分娩取扱実

績があり、産科医等の処遇改善が図られている。 

（２）事業の効率性 

 産科医における女性医師の比率が高い状況に鑑み、別に

取り組む女性医師就業支援事業（育児支援、職場復帰支援

等）と併せて当事業を実施することにより、効率的に産科

医の離職防止につなげることできると考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.24】 

 新生児医療担当医確保支援事業 

【総事業費】 

1,670 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在の問題や、産科や小児科などの特定診療科の医師不足

が続いていることから、医師の勤務環境の改善や負担軽減

等のため、処遇改善を通じて新生児医療担当医の離職防止

や安全な医療の確保を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

NICU 設置医療機関 １医療機関（平成 28 年度末） 

事業の内容（当初計画） NICU において新生児医療に従事する医師に対して新生児

担当手当等を支給する医療機関に対し、経費の一部を補助

する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業実施医療機関数 １医療機関 

アウトプット指標（達成

値） 

事業実施医療機関数 １医療機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

NICU 設置医療機関 １医療機関（平成 28 年度末） 

観察できた → NICU 設置医療機関 １医療機関（平成

28 年度末） 

（１）事業の有効性 

 事業の実施により、低出生体重児の増加や医師不足等の

理由から、過酷な勤務を強いられている新生児担当医の処

遇改善が図られている。また平成 28 年度は、NICU におい

て 167 件の新生児取扱い実績があり、本事業が、安全な新

生児医療の提供体制の維持に寄与したものと考える。 

（２）事業の効率性 

 継続して取り組むことにより、医師の離職防止が図られ、

地域に必要な新生児医療体制が確保されると考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.25】 

 周産期臨床技術研修事業 

【総事業費】 

501 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 学校法人岩手医科大学 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

妊娠や出産の高齢化による早産や産後出血などの危険性

の高まりを背景として、高度産科救急研修に対するニーズ

が高まるなど、産科医療の担い手不足を解消し、安心・安

全な産科医療の体制整備が求められている。 

アウトカム指標：医療施設に従事する産婦人科医師数の維

持（平成 26 年 98 人） 

事業の内容（当初計画） 周産期救急に効果的に対処できる知識や能力を発展・維

持するため、学校法人岩手医科大学が整備した周産期臨床

技術修練施設を活用して実施する高度産科救急研修に要す

る経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修を修了した医師等の数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修を修了した医師等の数 43 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

医療施設に従事する産婦人科医師数の維持（平成 26 年 98

人） 

観察できなかった → 平成 28 年度の医師数については

調査結果が出ていない 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、県内の周産期医療機関における超

音波機器の使用方法について習熟が図られ、先天性心疾患

を持つ胎児の早期診断に寄与すると期待される。 

（２）事業の効率性 

本事業の実施にあたっては、県医師会を中心に、豊富な

知識と経験を有するスタッフと共同することにより、効率

的に運営することができた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26】 

 小児救急医師研修事業 

【総事業費】 

1,226 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児科医師の不足や偏在を背景に、小児科以外の医師が

小児救急医療を取り扱っている現状があることから、小児

科専門医以外の医師等を対象に、小児救急医療に関する研

修会を開催し、小児救急医療に係る知識・技術の向上を図

り、もって小児救急医療体制整備を推進する必要がある。 

アウトカム指標：研修修了医師数 339 人（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 地域の小児救急医療体制の補強及び質の向上を図るた

め、救急医療に従事している小児科医以外の医師を対象に、

小児救急医療に関する研修を実施する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修事業開催回数 ９回 

アウトプット指標（達成

値） 

研修事業開催回数 ９回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

研修修了医師数 342 人（平成 28 年度） 

観察できた → 目標値 339 人に対して実績値は 342 人と

なった 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、地域の小児救急医療体制の補強及

び質の向上が図られ、各地域の小児救急医療提供体制の強

化が図られたと考える。 

（２）事業の効率性 

本事業の実施にあたっては、小児救急医療に関する十分

な知識、経験や技能を有し、小児科医等の県内関係団体と

の調整機能を有する岩手県医師会に委託することにより、

効率的に運営することができたと考える。  

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.27】 

 医科歯科連携推進事業 

【総事業費】 

1,400 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県歯科医師会 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 医科と歯科が連携し、がん患者の口腔管理（ヘルスケア）

を行うことにより、各種がん治療の副作用・合併症の予防

や軽減など、患者の生活の質の向上を図る必要がある。 

 

アウトカム指標：歯科医師・歯科衛生士派遣回数 ９回（平

成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） がん患者の口腔ケアに関する技術習得のための研修会の

開催経費並びに地域医療支援病院等への歯科医師及び歯科

衛生士の派遣に要する経費を補助する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会開催回数 ２回 

 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会開催回数 ５回 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

歯科医師・歯科衛生士派遣回数 27回（平成 28 年度） 

観察できた → 目標値９回に対して実績値は 27 回とな

った 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、各種がん治療の副作用・合併症の 

予防や軽減など、患者の生活の質の向上につながったもの

と考える。 

（２）事業の効率性 

 地域医療支援病院等の医療機関と岩手県歯科医師会が連

携して取り組むことにより、口腔ケアを必要とするがん患

者に効率的にアプローチすることができたと考える。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28】 

 女性医師就業支援事業 

【総事業費】 

11,232 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在の問題や、産科や小児科などの特定診療科の医師不足

が続いていることから、女性医師等が仕事と家庭の両立が

できる働きやすい職場環境を整備し、女性医師等の就業を

推進する必要がある。 

アウトカム指標：職場復帰医師数 ３人（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 子育て中の女性医師等の日勤、夜勤、早朝・深夜の呼び

出しに対応するベビーシッターの紹介等を行う。また、育

児等により離職したが職場復帰を希望する者に対し、必要

な研修を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

職場復帰研修の受講者数 ３人 

アウトプット指標（達成

値） 

職場復帰研修の受講者数 ７人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

職場復帰医師数 ０人（平成 28 年度） 

観察できなかった → ７人の研修受講者は職場復帰に向

けて受講を継続 

（１）事業の有効性 

 平成 28 年度の受講者数のうち、４人が産科、３人が眼科

で職場復帰研修を受講した。 

 シッター型育児支援として、３人の医師が延べ 122 日の

育児支援を受けた。 

（２）事業の効率性 

 医療機関やその他の医療機関との調整能力を有する岩手

県医師会に委託することにより、効率的に事業を運営して

いる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29】 

 女性医師就労環境改善事業 

【総事業費】 

2,384 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在の問題や、産科や小児科などの特定診療科の医師不足

が続いていることから、子育て中の女性医師が仕事と育児

の両立ができる働きやすい職場環境を整備し、女性医師等

の離職を防止する必要がある。 

アウトカム指標：女性医師数の増（平成 26 年 391 人） 

事業の内容（当初計画） 子育て中の女性医師等が働きやすい職場環境を整備する

ため、医療機関が病児・病後児の一時保育を行う多目的室

の運営に要する経費の一部を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○実施医療機関数 １病院 

○一時保育利用者数 ３人 

アウトプット指標（達成

値） 

○実施医療機関数 １病院 

○一時保育利用者数 ３人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

女性医師数の増（平成 26 年 391 人） 

観察できなかった → 平成 28 年度の医師数については

調査結果が出ていない 

（１）事業の有効性 

事業主体である医療機関が行った医師へのアンケートで

要望の多かった病児・病後児保育の環境整備を行ったこと

で、多くの女性医師の仕事と育児の両立を支えるものとな

っている。 

（２）事業の効率性 

事業主体が女性医師による意見交換会を積極的に開催す

ることにより、ニーズへの迅速な対応が可能となっている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.30】 

 院内保育所夜間運営費補助事業 

【総事業費】 

107 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域 

 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在の問題や、産科や小児科などの特定診療科の医師不足

が続いていることから、子育て中の女性医師等（男性医師

を含む）の仕事と育児の両立ができる環境を整備すること

により離職を防止する必要がある。 

アウトカム指標：女性医師数の増（平成 26 年 391 人） 

事業の内容（当初計画） 女性医師等の確保を図るため、24 時間に満たない夜間延

長保育を行う医療機関に対して経費の一部を補助する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○実施医療機関数 １病院→１病院 

○夜間延長保育利用回数 延べ 48 回 

アウトプット指標（達成

値） 

○実施医療機関数 １病院→１病院 

○夜間延長保育利用回数 延べ 41 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

女性医師数の増（平成 26 年 391 人） 

観察できなかった → 平成 28 年度の医師数については

調査結果が出ていない 

 

（１）事業の有効性 

平成 28 年度において、延べ 41 回、計 82 時間利用され

ており、女性医師等の仕事と育児の両立に寄与している。 

（２）事業の効率性 

医療機関と連携することにより、事業の効率的な実施に

つながった。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31】 

 潜在歯科衛生士復職支援事業 

【総事業費】 

652 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 一般社団法人岩手県歯科医師会 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

歯科衛生士については、全県的に不足し、また、在宅医

療の推進に伴い、今後ますます重要性が高まってくること

が予想されるが、有資格者の半数以上が歯科衛生士の職に

就いていない状況にあると言われていることから、その復

職を促し、効率的・効果的に確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：研修受講者のうち復職者数 ２人（平成

28 年度） 

事業の内容（当初計画） 岩手県歯科医師会が、潜在歯科衛生士の復職を目的とし

た研修を行う経費に対して、その経費の一部を補助する。 

 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会受講者数 ５人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会受講者数 ５人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

研修受講者のうち復職者数 ２人（平成 28 年度） 

観察できた →   

（１）事業の有効性 

研修受講者５名のうち復職者は２名であったが、今年度

復職できなかった者に対しては、次年度以降も継続的に研

修を受講させる予定としており、継続的に研修を受講させ

ることにより、復職に向けた知識と技術の習得が図られ、

不足する歯科衛生士の確保につながるものと考えられる。 

（２）事業の効率性 

歯科医療に関する専門的技術、情報、経験を有する岩手

県歯科医師会を実施主体とすることにより、効率的な事業

の執行が図られている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.32】 

 歯科衛生士修学資金貸付金事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 気仙区域、釜石区域、宮古区域、久慈区域 

 

事業の実施主体 学校法人岩手医科大学 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

歯科衛生士については、全県的に不足し、また、地域間

の偏在も大きくなっている一方で、在宅医療の推進に伴い、

今後ますます重要性が高まってくることが予想され、効率

的・効果的に確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：沿岸地区への歯科衛生士就職者数 平成

30年度以降各年度４名 

事業の内容（当初計画） 歯科衛生士養成施設に在学し、将来歯科衛生士として沿

岸地区での就業を目指す者に対し、修学資金の貸付けを行

う。 

 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

修学資金貸付者数 ４人 

アウトプット指標（達成

値） 

修学資金貸付者数 ０人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

沿岸地区への歯科衛生士就職者数 平成30年度以降各年度

４名 

観察できなかった 

 

（１）事業の有効性 

（２）事業の効率性 

 事業実施方法を見直したうえで、平成 29 年度以降に実施

予定 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.33】 

 新人看護職員研修事業 

【総事業費】 

41,422 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県、医療機関 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護師等の人材確保の促進に関する法律では、新たに業

務に従事する看護師等に対して臨床研修等の研修を実施す

る必要が規定されている。また、看護職員の供給不足が続

くと見込まれるなか、看護職員の離職を防止し、定着を促

進するため、医療機関による研修の開催を支援、促進する

必要がある。 

アウトカム指標：県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年

度）→7.0％（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 医療機関が実施する新人看護職員研修の開催に要する経

費の補助のほか、多施設合同研修、教育担当者や指導者研

修などを開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修実施医療機関数 36 機関 

アウトプット指標（達成

値） 

研修実施医療機関数 36 機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年度）→7.5％（平成

28 年度） 

観察できた → 離職率は前年度から 0.6 ポイント改善 

（１）事業の有効性 

新人看護職員研修の各医療機関への補助の実施、新人看

護師及び指導者を対象とした集合研修の実施により研修体

制整備が図られ、看護の質の向上や安全な医療の確保、早

期離職防止につながっていると考えられる。 

（２）事業の効率性 

看護に関する専門的技術、情報、経験を有する岩手県立

大学に多施設合同研修事業等を委託することにより、事業

運営を効率的に行っている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.34】 

 看護職員資質向上研修事業 

【総事業費】 

9,362 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療技術の高度化・複雑化や医療・看護等に対する住民ニ

ーズの高度化・多様化に伴い、これに的確に対応できる質

の高い看護職員等を養成・確保する必要がある。 

 

アウトカム指標：県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年

度）→7.0％（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画）  ①看護実習指導者講習会  ②看護教員継続研修 

 ③中堅看護職員実務研修（がん看護研修） 

 ④助産師研修       ⑤看護管理者研修 

 ⑥准看護師研修      ⑥中堅保健師研修 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○研修実施回数 １６回 

○研修受講者数 ５００人 

アウトプット指標（達成

値） 

○研修実施回数 ２０回 

○研修受講者数 ６０４人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年度）→7.5％（平成

28 年度） 

観察できた → 離職率は前年度から 0.6 ポイント改善 

 

（１）事業の有効性 

看護職員への研修を実施し、県内の看護職員の養成及び

資質向上につながっていると考えられる。 

（２）事業の効率性 

看護に関する研修の専門的な技術、手法、情報、経験を

有する県看護協会に研修事業を委託することにより、事業

運営を効率的に行っている。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.35】 

 潜在看護職員復職研修事業 

【総事業費】 

1,318 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は、需給見通しにおいて供給不足となっている

一方、今後もその需要は拡大すると見込まれている。そう

した中、潜在看護師の再就業により看護職員を確保する必

要がある。 

 

アウトカム指標：研修受講者の再就業率 70.0％（平成 28

年度） 

事業の内容（当初計画）  看護職員を確保するため、県内の潜在看護職員を対象に

臨床実務研修を実施し、看護職員としての就業を促進する。 

 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者 ５人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修参加者 ５人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

研修受講者の再就業率 80.0％（平成 28 年度） 

観察できた → 研修受講者５人のうち４人が再就業し

た。  

（１）事業の有効性 

潜在看護職員を対象に臨床実務研修を実施し、再就業促

進につながっていると考えられる。 

（２）事業の効率性 

看護に関する研修の専門的な技術、手法、情報、経験を

有する県看護協会に研修事業を委託することにより、事業

運営を効率的に行っている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.36】 

 認定看護師養成研修事業 

【総事業費】 

29,457 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 学校法人岩手医科大学 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高度な看護技術と知識を有する認定看護師の育成を支援

することにより看護水準の向上を図るとともに、適切なチ

ーム医療の推進や安全な医療の提供を確保する必要があ

る。 

アウトカム指標：県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年

度）→7.0％（平成 28年度） 

事業の内容（当初計画）  岩手医科大学附属病院高度看護研修センターによる認定

看護師養成研修の実施に要する経費について補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

緩和ケア認定看護師教育課程修了者数 15 人 

アウトプット指標（達成

値） 

緩和ケア認定看護師教育課程修了者数 11 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年度）→7.5％（平成

28年度） 

観察できた → 離職率は前年度から 0.6ポイント改善  

（１）事業の有効性 

高齢者人口の増加に伴いがん患者の増加が見込まれる

中、患者及び家族へのケアの実践とともに看護職の相談・

指導を行う緩和ケア認定看護師への期待はますます大きな

ものとなっており、東北地方で唯一の緩和ケア分野の教育

機関として、質の高いがん医療の提供や他職種でのチーム

医療の推進に大きく寄与するものとなっている。 

（２）事業の効率性 

当該教育機関は実施主体の研修センター内に設置されて

おり、実施主体内での教育スタッフ確保が容易かつ効率的

に行われている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.37】 

 認定看護師育成支援事業 

【総事業費】 

15,594 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高度な看護技術と知識を有する認定看護師の育成を支援

することにより看護水準の向上を図るとともに適切なチー

ム医療の推進や安全な医療の提供を確保する必要がある。 

アウトカム指標：認定看護師登録者数 170 人（平成 28 年

度末） 

事業の内容（当初計画）  県内の医療機関や訪問看護ステーションが従事する看護

師を認定看護師教育課程に派遣する事業に要する授業料相

当額を補助する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

認定看護師教育課程派遣者数 15 人 

アウトプット指標（達成

値） 

認定看護師教育課程派遣者数 15 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

認定看護師登録者数 180 人（平成 28 年度末） 

観察できた → 県内の認定看護師登録者数は、前年度の

158 人から 22 人増加し 180 人となった。  

（１）事業の有効性 

医療需要が多様化、高度化する中で、高度な看護技術と

知識を有する認定看護師の育成は、地域医療にとって重要

課題であり、質の高い看護の提供や多職種でのチーム医療

の推進など、看護の質の向上と医療安全に大きく寄与する

ものとなっている。 

（２）事業の効率性 

 県内各病院に今後、必要となる認定看護師の看護分野等

についてアンケート調査を実施し、計画的な育成を促して

いる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.38】 

 ナースセンター機能強化事業 

【総事業費】 

6,650 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は需給見通しにおいて供給不足となっている一

方、今後もその需要は拡大すると見込まれている。そうし

た中、看護職員による離職時の届出制度が開始されたこと

に伴い、離職した看護職員の復職支援をきめ細かく実施す

る必要がある。 

アウトカム指標：離職時届出件数 200件（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画）  ナースセンターに就労相談員１人を配置し、適切な届出

制度の活用を促し、離職した看護職員を対象とした就労相

談を実施。 

また、県内７地区に就労コーディネーターを配置し、ハロ

ーワーク等で就業相談会を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○就労支援コーディネーター配置数 ７人 

○地域就労相談の実施回数 ８地区、１２０回 

アウトプット指標（達成

値） 

○就労支援コーディネーター配置数 ７人 

○地域就労相談の実施回数 ８地区、１７２回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

離職時届出件数 200件（平成 28 年度） 

観察できた → 平成 28 年度の届出件数は、160 件であっ

た。  

（１）事業の有効性 

離職した看護職員の届出制度を円滑かつ適切に運用し、

活用するため、医療機関や看護職員などに制度を周知し、

就業意欲のある登録者への再就業支援を実施しており、看

護職員の確保に寄与している。 

（２）事業の効率性 

ナースセンター業務を委託している県看護協会における

ノウハウや人脈、関係機関との連携などが機能しており、

効率的に実施している。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.39】 

 看護職員確保定着推進事業 

【総事業費】 

24,729 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員は需給見通しにおいて供給不足となっている一

方、今後もその需要は拡大すると見込まれている。そうし

た中、県内看護師等学校養成所卒業者の県内就業率は 60％

程度で推移しており、看護職員の県内定着を促進する必要

がある。 

アウトカム指標：看護師等学校養成所卒業生の県内就業率 

62.8％（平成 27 年度）→63.0％（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画）  ①看護職を目指す中高生の進学セミナーの開催 

 ②看護学生サマーセミナーの開催 

 ③Ｕターン就業推進のための県内就職セミナーの開催 

 ④看護職員確保対策検討会の実施 

 ⑤看護業務地区セミナーの開催 

 ⑥セカンドキャリアセミナー 

 ⑦認定看護師の活動を促進する研修、交流会の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

サマーセミナー参加者数 １５０人 

アウトプット指標（達成

値） 

サマーセミナー参加者数 ２５０人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

看護師等学校養成所卒業生の県内就業率 60.2％ 

観察できた → 平成 27 年度から 2.6 ポイント低下  

（１）事業の有効性 

県内看護職員養成施設への入学者確保に向けた取組や県

内就業の推進、U ターン対策などに取り組み、看護職員の

安定的な確保と質の向上につながったと考える。 

（２）事業の効率性 

看護に関する研修の専門的技術、手法、情報、経験を有

する県看護協会や、広報、イベント等の企画能力を有する

事業者に委託することにより、効率的に事業を運営した。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.40】 

 看護師等養成所運営費補助事業 

【総事業費】 

556,665 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 民間立看護師等養成所 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員の供給不足が続くと見込まれるなか、看護職員

の養成を支援することにより、適正な看護職員数の確保を

図る必要がある。 

 

アウトカム指標：看護師等学校養成所卒業生の県内就業率 

62.8％（平成 27 年度）→63.0％（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画）  看護師等養成所の運営に必要な経費を補助し、適正な看

護職員の養成を促す。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

運営費補助養成所数 １０か所 

アウトプット指標（達成

値） 

運営費補助養成所数 １０か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

看護師等学校養成所卒業生の県内就業率 60.2％ 

観察できた → 平成 27 年度から 2.6 ポイント低下  

（１）事業の有効性 

民間立養成所の運営に必要な経費を補助することによ

り、教育内容の維持・改善が行われ、充足率が全国下位に

ある本県の看護職員の確保及び看護水準の向上に寄与する

ものとなっている。 

（２）事業の効率性 

一部の養成所に対し、請求に基づき前金払を行うことに

より、運営資金が早期に確保され、効率的な運営が図られ

た。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.41】 

 看護教員養成支援事業 

【総事業費】 

1,526 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 民間立看護師等養成所 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員の供給不足が続くと見込まれるなか、看護師等

養成所において適正な看護教育を実施するため、専任教員

養成講習会を受講した看護教員の養成を促し、もって、看

護職員の養成・確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：看護教員有資格率 93％（平成 28年度） 

事業の内容（当初計画）  看護師等養成所に対して看護教員養成講習会への派遣に

係る経費（旅費、授業料、代替職員雇用経費）の一部を補

助する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

看護教員養成講習会受講者数 ２人 

アウトプット指標（達成

値） 

看護教員養成講習会受講者数 ２人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

看護教員有資格率 87.6％（平成 28年度） 

観察できた → 平成 27年度の 86.6％から 1.0ポイント改

善 

（１）事業の有効性 

看護の質を維持向上させるためには、看護基礎教育を担

う適正な看護教員の確保が必要不可欠である。 

本県では、看護師養成施設の増加しており、看護教員の

確保が課題となっているが、新たに看護教員となった者を

中心に専任教員養成講習会の受講を促進している。 

（２）事業の効率性 

保助看法施行令第 14 条報告結果により、県内各養成所に

対して専任教員養成講習会未受講の教員について受講計画

の提出を求め、効率的な受講促進に努めている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.42】 

 看護教員確保対策事業 

【総事業費】 

3,466 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 医療局（県立病院） 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 看護職員の供給不足が続くと見込まれるなか、質の高い

看護師の育成、確保につなげるため、看護教員の資格取得

に向けた看護師の計画的な人材育成とこのことによる医療

局との円滑な人事交流により、看護教員の確保を図り、も

って、看護職員の養成・確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：県立高等看護学院看護教員充足率 80％

以上（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画）  既定の臨床期間を経過した県立病院の看護師について、

その応募に基づく選考により指定された看護教員養成研修

へ派遣し、県立高等看護学院の看護教員になり得る有為な

人材の育成を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

看護教員養成研修への派遣 １名以上 

アウトプット指標（達成

値） 

看護教員養成研修への派遣 １名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：看護教員養成研修

派遣者の高等看護学院への配置 

観察できた → 派遣職員は高等看護学院へ配置された。 

(１) 事業の有効性 

 管理職層にも徐々に事業の浸透が図られ、人材育成の視

点から看護師個人の適性に応じたキャリアラダーの１つと

して示すことができるようになりつつある。 

 このことにより、臨床における看護師のほか看護教員へ

の道も開かれ、看護教員確保に効果を上げようとしている。 

(２) 事業の効率性 

 事業実施により、最前線の臨床経験を有する看護師を県

立高等看護学院の看護教員として配置することができ、効

率的な人材育成に寄与しているものと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.43】 

 看護師養成所学習環境整備事業 

【総事業費】 

743 千円 

事業の対象となる区域 両磐区域、宮古区域、二戸区域 

事業の実施主体 県立看護師養成所 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の看護師養成所では、少子化あるいは震災等の影響

から、こころのケアを必要とする学生が増加傾向にあり、

学校運営上の課題となっていることから、学生の学習意欲

の向上等に向けた支援を充実させることにより、看護職員

育成確保を推進する必要がある。 

アウトカム指標：県内看護師等養成所入学者定員充足率 

95.1％（平成 27 年度）→100.0％（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 県立看護師養成所において、こころのケアを必要とする

学生に対し、スクールカウンセラーによるカウンセリング

を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

カウンセリング実施回数 12 回／校 

アウトプット指標（達成

値） 

カウンセリング実施回数 12 回／校 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

県内看護師等養成所入学者定員充足率 95.1％（平成 27 年

度）→98.0％（平成 28 年度） 

観察できた → 入学者定員充足率が 2.9 ポイント上昇  

（１）事業の有効性 

臨地実習で自信を無くした学生が、カウンセリングを受

けることにより、再び看護職への就業に前向きになるケー

スがあるなど、学生・教職員から肯定的な意見が多く、本

事業は有効であると考える。 

（２）事業の効率性 

 年間を通して同じカウンセラー（医師又は臨床心理士）

が定期的にカウンセリングを実施しているため、効率的に

事業が実施されている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.44】 

 働き続けられる職場環境づくり推進事業 

【総事業費】 

1,103 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員の多様な勤務形態の導入、看護業務の効率化や職

場風土の改善など就労環境の改善を促進することにより県

内看護職員の確保定着を図る必要がある。 

 

アウトカム指標：県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年

度）→7.0％（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画）  看護業務の効率化や雇用の質の改善について研修会を開

催するほか、ワークショップの開催や改善計画の策定など

勤務環境改善に取り組む医療機関に対して支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○推進研修会の開催 ２回 

○参加医療機関数 ６病院（Ｈ２７：６病院） 

アウトプット指標（達成

値） 

○推進研修会の開催 ２回 

○参加医療機関数 ５病院（Ｈ２７：６病院） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年度）→7.5％（平成

28 年度） 

観察できた → 離職率は前年度から 0.6 ポイント改善  

（１）事業の有効性 

看護職員の多様な勤務形態の導入、看護業務の効率化や

職場風土の改善について、県内の取組事例への支援や看護

管理者及び労務管理者への研修を実施することで県内の看

護職員の就労環境改善を促進し確保定着につながったと考

える。 

（２）事業の効率性 

看護に関する研修の専門的な技術、手法、情報、経験を

有する県看護協会に研修事業を委託することにより、効率

的に事業を運営した。 

その他  



   

68 

 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.45】 

 歯科医療新技術普及事業 

【総事業費】 

407 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県歯科医師会 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

CAD（コンピューター支援設計）、CAM（コンピューター

支援製造）設備を用いた歯科技工物製作技術等の進展を県

民が広く享受できるよう、新技術に対応できる歯科技工士

の養成・確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：研修会受講者数 180 人（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） CAD、CAM の歯科応用技術に対応できる歯科技工士を養

成するため、歯科医師会が行う新技術習得研修会の開催に

要する経費を補助する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○新技術活用に係る研修会開催回数 ３回 

 

アウトプット指標（達成

値） 

○新技術活用に係る研修会開催回数 ２回 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

研修会受講者数 100 人（平成 28 年度） 

観察できた → 目標値 180 人に対し実績値は 100 人とな

った。 

（１）事業の有効性 

２回の研修会において、歯科医師 94 名、歯科技工士 6 名

が受講し、CAD、CAM による歯科新技術等を活用できる

人材の養成・確保につながるものと考える。 

（２）事業の効率性 

効率的な事業の執行により、当初の計画より少ない回数

で、100 名の受講者を確保することができた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.46】 

 医療勤務環境改善支援事業（センター事

業） 

【総事業費】 

5,772 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在が続いており、ＰＤＣＡサイクルを活用して計画的に

勤務環境改善に取り組む医療機関を総合的に支援し、医療

従事者の負担軽減と離職防止を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

○医療勤務環境改善計画策定医療機関数 30 か所（平成 28

年度） 

○県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年度）→7.0％（平

成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 各医療機関が計画的に勤務環境改善を行なう仕組み（医療

勤務環境改善マネジメントシステム）を構築するとともに、

研修会の開催や医療機関の個別指導等を実施し医療機関を

総合的に支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医療勤務環境改善に係る研修会（県内全医療機関対象） １

回 

アウトプット指標（達成

値） 

医療勤務環境改善に係る研修会（県内全医療機関対象） １

回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

○勤務環境改善計画策定医療機関数 14 か所（平成 28 年

度） 

観察できた → 14 か所が新たに計画を策定 

○県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年度）→7.5％（平

成 28 年度） 

観察できた → 離職率は前年度から 0.6ポイント改善 

（１）事業の有効性 

医療機関による医療従事者の医療勤務環境改善の取組を

支援したことで、医師・看護師等の負担軽減、離職防止及

び復職支援等のための就労環境の整備を図る体制が整い始

めた。 
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（２）事業の効率性 

医療機関へのアンケート調査を基に支援を行っており、

ニーズに沿った効率的な支援・業務執行ができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.47】 

 医療勤務環境改善支援事業（医療機関補

助事業） 

【総事業費】 

6,698 千円 

事業の対象となる区域 盛岡地区、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の人口 10万人当たりの医師数は、全国と比較して低

い水準にあり、県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域

偏在が続いており、医療従事者の勤務環境改善や負担軽減

の取組みを支援する必要がある。 

アウトカム指標： 

○勤務環境改善計画策定医療機関数 30か所（平成 28年度） 

○県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年度）→7.0％（平

成 28年度） 

事業の内容（当初計画） 医療機関（歯科を含む）が行う勤務環境改善に係る取組

に対しその経費の一部を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

勤務環境改善補助金交付施設数 ４か所 

アウトプット指標（達成

値） 

勤務環境改善補助金交付施設数 ４か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

○勤務環境改善計画策定医療機関数 14 か所（平成 28 年

度） 

観察できた → 14 か所が新たに計画を策定 

○県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年度）→7.5％（平

成 28 年度） 

観察できた → 離職率は前年度から 0.6ポイント改善 

（１）事業の有効性 

先駆的・モデル的な勤務環境改善に取り組む医療機関を

支援するとともに、その取組事例を他医療機関に紹介する

ことで、各医療機関における勤務環境改善の取組が定着し

始めた。 

（２）事業の効率性 

改善の先駆的・モデル的取組を支援し、その取組事例を
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県内各医療機関に紹介することで、効率的で効果的な支

援・普及ができたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.48】 

 病院内保育所運営事業 

【総事業費】 

276,767千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 盛岡赤十字病院、北上済生会病院他民間病院 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

育児を要する医療従事者のために病院内保育所を運営す

る医療機関に対して運営経費の一部を支援することによ

り、医療従事者の職場定着及び再就業を促進する必要があ

る。 

アウトカム指標：県内看護職員離職率 8.1％（平成 27 年

度）→7.0％（平成 28年度） 

事業の内容（当初計画）  病院内保育所の運営に要する経費の一部を補助する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○補助対象施設における院内保育年間平均利用児数 230

人 

○院内保育所運営支援病院数 10 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

○補助対象施設における院内保育年間平均利用児数 233

人 

○院内保育所運営支援病院数 10 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

県内看護職員離職率 8.1％（平成 27年度）→7.5％（平成

28年度） 

観察できた → 離職率は前年度から 0.6ポイント改善  

（１）事業の有効性 

子どもをもつ医療従事者が院内保育所を利用することに

より、離職防止及び再就業の促進が図られ、看護職員をは

じめとする医療従事者の確保に寄与したと考える。 

（２）事業の効率性 

一部の補助対象施設においては、保育に関する専門的ス

キルを有する事業者へ保育業務・行事等の運営を委託する

ことにより、効率的運営を図っている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.49】 

 小児科救急医療支援事業費 

【総事業費】 

12,813 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域 

事業の実施主体 盛岡医療圏の小児輪番病院 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児科医師が不足するなか、休日及び夜間における入院

治療を必要とする小児の重症救急患者の医療を確保するた

め、地域の実情に応じて小児科に係る病院群輪番制方式に

よる入院を要する救急医療機関を整備する必要がある。 

アウトカム指標：休日夜間における高度救命救急センター

の小児救急患者受入数の減（平成 27 年度 2,914 人） 

事業の内容（当初計画） 盛岡保健医療圏において、小児科の二次救急医療の確保、

体制整備の推進を図るため、医療機関が小児科輪番制を運

営するために要する経費に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

輪番制参加医療機関数 ５施設（平成 27年度）→５施設（平

成 28年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

輪番制参加医療機関数 ５施設（平成 27年度）→５施設（平

成 28年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

休日夜間における高度救命救急センターの小児救急患者受

入数の減（平成 28 年度 3,257 人） 

確認できた → 前年度比 343 人の増 

 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、盛岡圏域における小児科の二次救

急医療の確保、体制整備が推進され、患者の症状等に応じ

た適切な医療提供が可能になると考える。 

（２）事業の効率性 

盛岡圏域において、県立中央病院、市町村並びに市町村

の要請を受けた病院で構成する病院群が共同連帯して、一

体的に輪番制方式等により事業を実施することにより、効

率的に事業が実施できたと考える。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.50】 

 小児救急医療受入態勢整備事業 

【総事業費】 

3,562 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域 

事業の実施主体 盛岡医療圏の小児輪番病院 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児科医師の不足や偏在を背景に、盛岡医療圏以外の圏

域では小児科に係る病院群輪番制方式を導入できない現状

があることから、盛岡保健医療圏の小児救急医療輪番病院

において、他の保健医療圏からの重症小児救急患者を受け

入れるための病床を確保し、もって県内における小児救急

医療を確保する必要がある。 

アウトカム指標：休日夜間における高度救命救急センター

の小児救急患者受入数の減（平成 27 年度 2,914 人） 

事業の内容（当初計画） 盛岡医療圏の小児輪番病院に対し、他圏域からの小児救

急患者受入のための空床補償を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○輪番制参加（他圏域患者受入）医療機関数 ４施設（平

成 27年度）→４施設（平成 28年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

○輪番制参加（他圏域患者受入）医療機関数 ４施設（平

成 27年度）→４施設（平成 28年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

休日夜間における高度救命救急センターの小児救急患者受

入数の減（平成 28 年度 3,257 人） 

観察できた → 前年度比 343 人の増 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、盛岡圏域以外の小児患者の二次救

急医療が確保され、盛岡圏域以外の小児患者についても症

状に応じて適切な医療提供が可能になったと考える。 

（２）事業の効率性 

盛岡圏域において、県立中央病院、市町村並びに市町村

の要請を受けた病院で構成する病院群が、一体的に輪番制

方式等により事業を実施することにより、盛岡圏域以外の

小児患者の二次救急医療についても確保が図られており、

効率的に事業が実施できたと考える。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.51】 

 小児医療遠隔支援事業 

【総事業費】 

9,772 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児科医師の不足や偏在を背景に、良質な小児医療を享

受できない地域があることから、各医療圏の小児医療に係

る中核的な病院を遠隔支援システムで結び、各医療圏を越

えて小児患者に対する医療支援を行う必要がある。 

アウトカム指標：システム利用回数 90 回（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） 県内の小児救急医療を担う病院をテレビ会議システムで

結び、岩手医科大学の小児専門医の診断助言を受けること

ができる遠隔診断支援を実施する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

システム導入医療機関数 12 施設（平成 27 年度）→12 施

設（平成 28 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

システム導入医療機関数 12 施設（平成 27 年度）→12 施

設（平成 28 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

システム利用回数 83 回（平成 28 年度） 

観察できた → 目標値 90 回に対して実績値 83 回となっ

た 

 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、各地域において小児専門医の遠隔

診断支援を受けることができ、遠隔地であっても良質な小

児医療を提供する体制の強化が図られたと考える。 

（２）事業の効率性 

24 時間 365 日にわたり、小児科医が指導助言できる体制を

確保できる岩手医科大学に委託して実施することにより、

効率的な運営体制のもと事業を行った。  

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.52】 

 小児救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

11,771 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

小児科医師が不足する中、県内における患者の症状に応

じた適切な医療提供体制を構築するため、看護師による小

児患者の保護者等向けの小児救急医療電話相談体制を整備

することにより、地域の小児救急医療体制と医療機関の機

能分化を推進する必要がある。 

アウトカム指標：小児輪番病院の夜間における外来患者受

入数の減（平成 27年度 2,829人） 

事業の内容（当初計画） 看護師による小児患者の保護者等向けの小児救急医療電

話相談体制を整備する。 

 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

電話相談対応件数 3,555件（平成28年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

電話相談対応件数 3,853件（平成28年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

小児輪番病院の夜間における外来患者受入数の減（平成 28

年度 2,842人） 

確認できた → 前年度比 13人の増 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、地域の小児救急医療体制と医療機

関の機能分化が推進され、患者の症状等に応じて適切な小

児医療を提供することが可能になると考える。 

（２）事業の効率性 

小児救急医療に関する十分な知識経験、技能を有し、県

内関係団体と調整能力を有する岩手県医師会に委託して実

施することにより、効率的な運営体制のもと事業を行った。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.53】 

 救助と医療をつなぐ実践力強化事業 

【総事業費】 

6,021 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

自然災害や大規模事故等の発生により要救助者・避難者

が大量に発生した場合であっても、発生直後から中長期に

わたって適切に医療を提供するためには医療従事者、救助

関係者、行政職員の緊密な連携と役割分担によるチーム医

療が重要となることから、これら災害医療・救急救助に携

わる人材育成を継続して実施する必要がある。 

アウトカム指標： 

○災害医療コーディネーター研修受講者数 32人（平成 28

年度） 

○災害医療従事者研修会受講者数 30人（平成 28 年度） 

事業の内容（当初計画） チーム医療の推進等に取り組む事業として、医療従事者、

救助関係者や行政職員を対象とした災害医療・救急救助に

関する研修等を実施する 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

○災害医療コーディネーター研修実施回数 １回 

○災害医療従事者等研修会の実施回数 ３回 

アウトプット指標（達成

値） 

○災害医療コーディネーター研修実施回数 １回 

○災害医療従事者等研修会の実施回数 ３回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

○災害医療コーディネーター研修受講者数 41 人（平成 28

年度） 

観察できた → 目標値 32 人に対して実績値 41 人となっ

た 

○災害医療従事者研修会受講者数 31 人（平成 28 年度） 

観察できた → 目標値 30 人に対して実績値 31 人となっ

た 

（１）事業の有効性 

県内全域を対象とした災害医療・救急救助等に係る人材

向けの研修会の開催により、発災直後から中長期にわたる

適切な医療の提供体制の強化が図られたと考えられる。 
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（２）事業の効率性 

 研修会場を主に委託先の岩手医科大学で行うことによ

り、会場使用料の縮減のほか、県内各圏域から参加がしや

すいように配慮した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.54】 

「介護の仕事」魅力発信事業 

【総事業費】 

13,171 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（県が委託する団体） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において、安心

して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：雇用創出数 150人 

事業の内容（当初計画） ・ テレビ番組のコンテンツを活用したフリーペーパー、

ポスター等を制作し、多様な媒体を用いて一体的に介護

の仕事の魅力を PRする。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

テレビ番組放送回数 12回 

アウトプット指標（達成

値） 

テレビ番組放送回数 １回（30分番組） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：雇用創出数 150人 

→ 関係団体との意見交換の際に、実際のテレビ放送を見

た方を採用したことがわかり、一定の事業効果があった

ものと思われる。 

（１）事業の有効性 

 テレビ番組の制作以外にも、若者向けに作成した漫画に

よるフリーペーパーや、電車やバスのポスター広告が好評

であり、関係者からも概ね良い評価を受けている。 

（２）事業の効率性 

PR の方法として、テレビや漫画のフリーペーパーは受け

手に関心を抱かせやすいものだったと考えられる。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.55】 

就労支援講座開催事業 

【総事業費】 

248 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（委託先：岩手県福祉人材センター） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において、安心

して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：講座参加者数 30人/年 

事業の内容（当初計画） 介護の未経験者に対する介護業界の理解を促す講座の開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

講座開催回数 ６回/年 

アウトプット指標（達成

値） 

講座開催回数（H28年度） ６回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：講座参加者数 30人

/年 

→ 参加者数の平成 28 年度実績は 33 人で目標値を達成し

た。 

（１）事業の有効性 

 介護分野の求人求職マッチングを行う福祉人材センター

により開催されており、介護分野未経験者に対する理解促

進の取組みとして有効であったと考えられる。 

（２）事業の効率性 

介護分野の求人求職マッチングを行う福祉人材センター

により開催されており、求職支援において各々のニーズに

合わせた対応を行った方が効率的であると考えられ、28 年

度をもって当該事業は終了した。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.56】 

介護の仕事理解促進事業（魅力発信） 

【総事業費】 

31,179 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 市町村・関係団体等 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において安心して

生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 講座等参加者数：300 人、パンフレット

作成１回 

事業の内容（当初計画） 学校の生徒等や地域住民等を対象とした介護の仕事の紹

介や介護に関する基礎的な講座やイベントの開催、普及啓

発活動等。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

講座等参加者数 300人、パンフレット作成１回 

アウトプット指標（達成

値） 

講座等参加者数 135人、パンフレット作成１回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：講座等参加者数：

300人、パンフレット作成１回 

 講座等参加者数は集計上 135 人だが、これ以外にも介護

フェスティバルや作文コンクールを開催しており、参加者

数は目標値に近いものと思われる。 

 

（１）事業の有効性 

 市町村や関係団体で様々な事業を展開しており、介護分

野への参入促進に大きな効果があると思われる。 

（２）事業の効率性 

 セミナーやイベントの開催を通じて、介護の仕事につい

て理解を深め、多様な介護人材の確保につながっていくと

思われる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.57】 

介護の仕事理解促進事業（職場体験） 

【総事業費】 

65 千円 

事業の対象となる区域 大船渡区域 

事業の実施主体 大船渡市 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において安心して

生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 参加者の意識変革（実施前後のアンケー

トを比較し、介護へのイメージが 50％改善する） 

事業の内容（当初計画） 高校生等を対象に、介護施設・事業所における１週間程

度の職場体験（インターンシップ）を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

職場体験人数 50人 

アウトプット指標（達成

値） 

職場体験人数５人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：職場体験人数 50人 

 体験人数は目標値に届かなかったものの、５名のうち４

名が介護の印象について良い方向に変わったと回答し、参

加者の意識変革があった。 

（１）事業の有効性 

 参加した５名のうち１名が職場体験した介護施設に就職

し、参加者は少なかったものの参入促進に効果があったと

思われる。 

（２）事業の効率性 

 実際の介護施設に職場体験することで、介護の仕事の理

解促進やマイナスイメージの払拭など意識変革が図られた

ため、体験者数をより増やしていくことができれば効率性

は高いと思われる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.58】 

介護の職場体験事業 

【総事業費】 

3,282 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（委託先：岩手県福祉人材センター） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において、安心

して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：雇用創出数 24人/年 

事業の内容（当初計画） 介護分野への就職に関心を有するものに対し、事業所等で

の就労体験の機会を提供する。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

職場体験者数 80人/年 

アウトプット指標（達成

値） 

職場体験者数（H28年度） 60人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：雇用創出数 24 人/

年 

→ 職場体験者数の平成 28 年度実績は 60 人と目標に届か

なかったが、１件ごとに決め細やかな対応をとったこと

により 55人もの方々が就職に結びついている。 

（１）事業の有効性 

 介護の仕事に理解を深めた上で就職することにより、就

業後の定着にもつながる効果的な事業と考えられる。 

（２）事業の効率性 

介護分野の求人求職マッチングを行う福祉人材センター

により開催されており、求職支援と連動して実施できるた

め効率的であると考えられる。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.59】 

シルバーリハビリ体操指導者養成事業 

【総事業費】 

15,341 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（委託先：公財いわてリハビリテーションセンター） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

超高齢社会を、地域住民自らが資源となり、官民一体とな

って乗り切っていくためのシステム構築及び介護予防の普

及が求められており、地域住民が自己再生できるシステム

の構築を図るもの。 

アウトカム指標：指導者養成人数 121人（実績） 

事業の内容（当初計画） ボランティアで活動できる高齢者を対象に介護予防事業の

担い手となる体操指導者の養成を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

指導者養成講習会の開催 ３回 

アウトプット指標（達成

値） 

指導者養成講習会の開催 ５回 

 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 

養成した指導者が地域で活動することにより、住民主体の

介護予防の取組を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

委託先及び市町村と連携して事業を進めたことにより、効

率化が図られた。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.60】 

介護人材確保事業 

【総事業費】 

23,199 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護職員の専門性の向上による①提供される介護サービ

スの質の向上、②初任段階の職員のキャリア形成。 

アウトカム指標：離職者に占める初任段階（就業 1年未満）

の職員の割合 

事業の内容（当初計画）  介護職員の専門性を向上させるため、介護事業者が職員

に介護職員初任者研修を受講させるとき、その費用の一部

を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
補助人数 120人/年 

アウトプット指標（達成

値） 
補助人数 6人/年 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：39.7%（参考値） 

（平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日までの県内

参考値。出典：介護労働安定センター「平成 28年度介護労

働実態調査」） 

（１）事業の有効性 

 無資格者が介護職員初任者研修を修了することにより介

護職として専門性が向上しているほか、研修受講料を事業

者が負担する場合のみを補助対象としているため事業者の

職員育成意識の醸成が図られた。 

（２）事業の効率性 

 事業者の職員育成支援に、十分な補助額だった。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.61】 

介護人材キャリア支援員配置事業 

【総事業費】 

157,265 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（委託先：岩手県福祉人材センター） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において、安心

して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：雇用創出数 140人/年 

事業の内容（当初計画） 県内に７人のキャリア支援員を配置し、求職者の課題等へ
の的確なアドバイスを行い、求人とのマッチング業務を行
う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

キャリア支援員の配置 ７人 

アウトプット指標（達成

値） 

キャリア支援員の配置（H28年度） ７人（盛岡地区に２人、

水沢地区、大船渡地区、釜石地区、宮古地区、二戸地区に

各１名配置） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：雇用創出数 140人/

年 

→ 平成 28年度実績では 295人が就業。期待を上回る効果

が得られた。 

（１）事業の有効性 

 本県は広い県土を有しているため、福祉人材センターが

所在する盛岡地区だけでなく、県内各地域にキャリア支援

員を配置することにより、くまなく効果がいきわたるよう

取り組んでいる。 

（２）事業の効率性 

キャリア支援員の活動がより効果的なものとなるよう、

市町村やハローワーク、職業訓練校等の関係機関と連携し

て実施している。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.62】 

小規模事業所合同面接会 

【総事業費】 

1,222 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（委託先：岩手県福祉人材センター） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において、安心

して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：雇用創出数 21人/年 

事業の内容（当初計画） 大規模なフェア等で日の当たらない小規模事業所を対象と
した小規模の合同面接会を開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

合同面接会の開催 ７回/年 

アウトプット指標（達成

値） 

合同面接会の開催（H28年度） ７回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：雇用創出数 21 人/

年 

→ 平成 28年度実績では求職者 184人が参加、64人が就業

に結びついた。 

参加する求職者の増加のため事業の周知に努め、引き

続き実施したい。 

（１）事業の有効性 

面接会の開催に当たっては、事前に福祉人材センターか

ら事業者へ職員採用のポイントを説明するなど、事業効果

を高めるよう務めている。また、事業者間での意見・情報

交換の場ともなり有意義なものとなっている。 

 

（２）事業の効率性 

介護分野の求人求職マッチングを行う福祉人材センター

により開催されており、事業者への指導助言、求職者への

支援活動と連動して実施できるため効率的であると考えら

れる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.63】 

介護支援専門員研修事業 

【総事業費】 

59,769 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

（指定研修実施機関：公益財団法人いきいき岩手支援財団） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 介護保険制度の要たる介護支援専門員の質の向上及び平

準化 

アウトカム指標：実務に従事している介護支援専門員数 

事業の内容（当初計画） 
 現任の介護支援専門員が法定研修を受講することを支援

するため、受講料の一部相当額を研修実施機関に補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助対象研修の修了者数 

基礎研修 150名 主任研修 131名 

専門研修 308名 主任更新研修 200名 

更新研修 540名 合計 1,329名 
 

アウトプット指標（達成

値） 

補助対象研修の修了者数 

基礎研修 126名 主任研修 72名 

専門研修 256名 主任更新研修 97名 

更新研修 234名 合計 785名 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：2,565人 

（平成29年８月末時点の実務に従事している介護支援専門

員数） 

（１）事業の有効性 

 合計で 785 名の介護支援専門員が研修を修了し、質の向

上及び平準化図られた。 

（２）事業の効率性 

 課程の共通する研修を同一日程で行うことにより、講師

人件費等の抑制が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.64】 

介護職員等医療的ケア研修事業 

【総事業費】 

52,670 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護福祉施設等、生活の場において介護福祉士等より医療

的ケアを受けられる体制を整備する。 

アウトカム指標： 

事業の内容（当初計画） 生活の場において介護福祉士等より医療的ケアを受けら

れるよう、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福

祉士等に対する医療的ケアに係る第１号研修、第２号研修

を行うもの。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

第１号又は第２号研修修了者 300名 

アウトプット指標（達成

値） 

第１号研修 25名、第２号研修 352名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できた → 登録喀痰吸引事業所がＨ28→Ｈ29 で 30

か所増加 

（１）事業の有効性 

 医療的ケアに従事できる職員を計画的に養成するととも

に、受講費用を低廉にする仕組みとして県内に定着してい

る。毎年 300 名以上の養成が続いており、事業実施は有効

である。 

（２）事業の効率性 

 事業は社会福祉士及び介護福祉士法に基づき県が実施し

ているが、事業は岩手県社会福祉協議会に委託しており、

社会福祉事業の連絡調整を行う団体でもあることから、受

講者の支援や事務手続きなど、現場の実態に応じて効率的

に運営されている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.65】 

介護支援専門員支援体制構築事業 

【総事業費】 

3,936 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護支援専門員の質の向上と育成を進め、安定的な介護保

険サービスの提供を図る。 

アウトカム指標：実務に従事している介護支援専門員数 

事業の内容（当初計画） 
 市町村が主体となる介護支援専門員地域同行型研修の実

施を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
実施保険者数 5 保険者 

アウトプット指標（達成

値） 
実施保険者数 5 保険者 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：2,565人 

（平成 29年８月末時点の実務に従事している介護支援専門

員数） 

（１）事業の有効性 

実務に従事している介護支援専門員及び主任介護支

援専門員の相互研鑽を行い、双方の資質向上が図られ

た。 

（２）事業の効率性 

地域同行型研修の実施主体は市町村であるが、各市町

村に共通する研修内容を県が実施することで、経費削減

を図った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.66】 

介護支援専門員研修向上委員会 

【総事業費】 

383 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護保険制度の要たる介護支援専門員の質の向上及び平準

化 

アウトカム指標：実務に従事している介護支援専門員数 

事業の内容（当初計画） 介護支援専門員の各種研修の実効性を確保し、介護支援専

門員のさらなる質の向上を図るため研修向上委員会を開催

する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
開催回数 3回/年 

アウトプット指標（達成

値） 
開催回数 3回/年 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：2,565人 

（平成29年８月末時点の実務に従事している介護支援専門

員数） 

（１）事業の有効性 

 研修向上委員会による研修の評価。検討があることによ

り、介護支援専門員法定研修に係る PDCA サイクルを適切

にまわしていくことができた。 

（２）事業の効率性 

 有識者に加え研修講師を委員とすることで、より実態に

即した評価・検討をすることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.67】 

小規模事業所合同研修事業 

【総事業費】 

4,008 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（委託先：岩手県福祉人材センター） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において、安心

して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：研修参加者数 225人/年 

事業の内容（当初計画） 複数の介護事業所が合同で、介護職員のスキルアップに資

する研修会を開催するもの。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

合同研修会の開催 27回/年 

アウトプット指標（達成

値） 

合同研修会の開催（H28年度） 27回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修参加者数 225

人/年 

→ 平成 28年度実績では合同研修会 27回開催、参加者 424

人（参加事業所数 252）となり、目標を達成した。 

（１）事業の有効性 

 広い県土を有する本県では、施設・事業所における人手

が不足している中、地理的・時間的な要因も研修参加の障

害となっているところであるが、本研修会は県内各地で開

催し、参加しやすいものとしている。 

（２）事業の効率性 

福祉人材センターにより開催されており、介護施設・事

業所における職員の資質向上や職場環境の改善の指導助言

活動と連動して実施できるため効率的であると考えられ

る。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.68】 

潜在有資格者就業支援事業 

【総事業費】 

2,951 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（委託先：岩手県福祉人材センター） 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において、安心

して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：セミナー受講者 30人/年 

事業の内容（当初計画） 潜在有資格者が現在の介護サービスの知識や技術等を再認
識するためのセミナーを開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

セミナーの開催 ８回/年 

アウトプット指標（達成

値） 

セミナーの開催（H28年度） ８回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：セミナー受講者 30

人/年 

→ 平成 28 年度実績では合同研修会８回開催、参加者 53

人となり、目標を達成した。 

（１）事業の有効性 

 広い県土を有する本県では、施設・事業所における人手

が不足している中、地理的・時間的な要因も研修参加の障

害となっているところであるが、本研修会は県内各地で開

催し、参加しやすいものとしている。 

（２）事業の効率性 

介護分野の求人求職マッチングを行う福祉人材センター

により開催されており、求職支援と連動して実施できるた

め効率的であると考えられる。 

 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業  

事業名 【No.69】 

認知症対策等総合支援事業 

【総事業費】 

14,872 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

認知症に対する地域単位での総合的かつ継続的な支援体制

を確立する。 

アウトカム指標：かかりつけ医研修 4回開催、受講者 80名 

事業の内容（当初計画） （１）認知症介護実践者等養成事業 

 ①認知症介護サービス事業開設者研修 

 ②認知症対応型サービス管理者研修 

 ③小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

 ④認知症介護指導者フォローアップ研修 

（２）認知症地域医療支援事業 

 ①認知症サポート医養成研修 

 ②かかりつけ医認知症対応力向上研修 

 ③医療従事者認知症対応力向上研修 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

（１）認知症介護実践者等養成事業 

 ①認知症介護サービス事業開設者研修：５０名 

 ②認知症対応型サービス管理者研修：１００名 

 ③小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：５０ 

  名 

 ④認知症介護指導者フォローアップ研修：２名 

（２）認知症地域医療支援事業 

 ①認知症サポート医養成：５名 

 ②かかりつけ医研修受講者：４郡市医師会、合計８０名 

 ③病院勤務の医療従事者研修受講者：２００名 

アウトプット指標（達成

値） 

（１）認知症介護実践者等養成事業 

 ①認知症介護サービス事業開設者研修：20名 

 ②認知症対応型サービス管理者研修：116名 

 ③小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：34名 

 ④認知症介護指導者フォローアップ研修：0名 

 ⑤認知症介護基礎研修：286名 
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（２）認知症地域医療支援事業 

 ①認知症サポート医養成：19名（うち基金 5名） 

 ②かかりつけ医研修受講者：７郡市医師会、合計 148名 

 ③病院勤務の医療従事者研修受講者：180名 

 ④歯科医師認知症対応力向上研修受講者：116名 

 ⑤薬剤師認知症対応力向上研修受講者：188名 

 ⑥看護職員認知症対応力向上研修受講者：80名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

  認知症サポート医研修修了者が 103 名となったが、未

設置の市町村が 7 カ所ある。各市町村の認知症初期集中

支援チームに認知症サポート医が参加できるようにする

ため、未設置市町村の解消に努めている。 

（１）事業の有効性 

  認知症ケア体制の整備、及び認知症ケアに関する医療

介護連携の推進が図られている。 

（２）事業の効率性 

  介護実務者等の資質向上、及び医療関係者の認知症に

関する知識の習得により、地域における認知症の人への

支援体制構築が効率的に進んでいる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.70】地域包括ケアシステム基盤確立事

業（認知症対策） 

【総事業費】 

2,569 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

市町村が実施する地域支援事業に新たに位置づけられた認

知症総合支援事業について、平成３０年４月までの円滑な

開始・移行 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チーム配置市町村〔３

３〕、認知症地域支援推進員配置市町村〔３３〕 

事業の内容（当初計画） 認知症施策（認知症総合支援事業）の推進（認知症初期

集中支援チーム設置及び認知症地域支援推進員養成への支

援） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・認知症地域支援推進員養成研修（１回） 

・認知症初期集中支援チーム設置支援（運営等研修会１回

ほか） 

アウトプット指標（達成

値） 

・認知症地域支援推進員養成研修（10/25･26：修了者 35名） 

・認知症初期集中支援チーム運営等研修会（9/7：参加者 84

名） 

事業の有効性・効率性 平成28年度末までに認知症地域支援推進員を配置した市町

村数：19 

（１）事業の有効性 

各市町村の新たな取組みとして地域の認知症施策の推進

を担う職の養成・配置が進んでおり、地域における認知症

施策の取組の促進につながる体制の構築が図られた。 

（２）事業の効率性 

認知症施策の推進に当たり、県が主催することで、共通

のカリキュラムによる養成が図られた。 

その他 認知症初期集中支援チーム運営等研修会は、実際にチームを設

置し活動を実践している市町村（チーム）を対象に、より実践活

動に資する内容とし、先進事例の紹介やチーム員研修を通じて、

チーム活動の活性化や活動内容の向上に寄与することを目的に

開催しているもので、今後チームを設置する予定の市町村も受講

することにより、更なるチーム設置促進に寄与するものである。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.71】地域包括ケアシステム基盤確立事

業（システム構築） 

【総事業費】 

31,289 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 27年６月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

市町村が実施する地域支援事業に位置づけられた介護予

防・日常生活支援総合事業、生活支援体制整備事業につい

て、期限までの円滑な開始・移行 

アウトカム指標：介護予防・日常生活支援総合事業移行市

町村（平成 29年 4月）〔３３〕、生活支援コーディネーター

配置市町村〔３３〕 

事業の内容（当初計画） ○地域包括ケアシステム構築に向けた関係団体間の連携を

図るため、岩手県地域包括ケアシステム推進会議等を開催

する。 

○市町村における地域包括ケアシステム構築の取組みに係

る先進的な取組事例の情報を共有するため、公開講座等を

開催する。 

○市町村の地域ケア会議に広域支援員や弁護士等の専門職

を派遣しＰＤＣＡの指導等を実施する。 

○生活支援コーディネーターを養成するため研修を実施す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・県地域包括ケア推進会議（１回）、実務者会議（２回）の

開催 

・地域包括ケアシステムの普及・啓発に係る講座開催（１

回） 

・地域ケア会議への専門職派遣（１１市町村） 

・生活支援コーディネーター養成研修（１回）等の開催 

アウトプット指標（達成

値） 

・県地域包括ケア推進会議（3/21）、実務者会議（3/21）の

開催 

・地域包括ケアシステムの普及・啓発に係る講座開催（1/22、

135名） 

・地域ケア会議への専門職派遣（３市町村） 

・生活支援コーディネーター養成研修（9/14･15、47名）等

の開催 
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事業の有効性・効率性 平成 28年度末までに介護予防・日常生活支援総合事業に移

行した市町村数：９ 

平成28年度末までに生活支援コーディネーターを配置した

市町村数：14 

（１）事業の有効性 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、県の主催による

共通のカリキュラムでの研修の開催や情報伝達を図ること

で、多数の関係者の参加のもと、認識の共有を図りながら

人材養成や情報伝達が進められるとともに、関係者間での

協力体制を構築するための環境整備が進んだ。 

（２）事業の効率性 

県が主催することで、多数の関係者の参加が容易となり、

今後事業を実施する市町村（関係者）の受講できる内容と

することで、市町村の取組の促進につながった。 

その他 生活支援コーディネーター連絡会議など、単なる研修に留まら

ず、関係者の活動が円滑に行われるよう、またその活動内容の質

の向上に配慮した研修や会議の開催に務めており、新たに取組み

をスタートさせる市町村にも配慮した内容とすることで、各市町

村の取組みを支援するものである。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.72】 

高齢者権利擁護推進事業 

【総事業費】 

 13,596 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 県内市町村 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 31年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

成年後見制度の需要の増加に対応するため、市町村におい

て市民後見人を確保できる体制の整備・強化を図る。 

アウトカム指標：成年後見人養成講座受講者 91 人 

事業の内容（当初計画） 市民後見人を確保できる体制を整備・強化する市町村に対

し補助するもの。 

 

・補助対象数 3市町村 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

成年後見人養成講座実施市町村数：３市町村 

アウトプット指標（達成

値） 

成年後見人養成講座実施市町村数：３市町村 

事業の有効性・効率性 （１）事業の有効性 

 人口減少等により、専門職による後見人が見込めない地

域では、市民後見人を養成することにより、成年後見人の

ニーズの増加に対応することができる。 

市民後見人養成講座、フォローアップ講座の実施により、

成年後見の受任が進んでいる。 

（２）事業の効率性 

市町村における市民後見人養成の体制整備・強化を支援

するのに十分かつ適当な補助額であると考えられる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.73】地域包括ケアシステム基盤確立事

業（リハ職向け研修） 

【総事業費】 

892 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県（県が委託する団体） 

事業の期間 平成 27年６月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

市町村が実施する地域支援事業に位置づけられた介護予

防・日常生活支援総合事業において、地域リハビリテーシ

ョンの実現に向けたリハビリテーション専門職の参画に資

する環境の整備 

アウトカム指標：地域リハビリテーション事業におけるリ

ハビリテーション専門職の参画市町村〔３３〕 

事業の内容（当初計画） 介護予防事業へのリハ職活用に係る研修の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・リハ職向け研修（１回）等の開催 

アウトプット指標（達成

値） 

リハビリテーション専門職が関与することにより、より効

果的な地域リハビリテーション事業の実現に向けて、必要

な体制の整備を図る。 

事業の有効性・効率性  

（１）事業の有効性 

地域リハビリテーションの実現に向けて、リハビリテー

ション専門職における他業種との連携や、訪問リハ、通所

リハにおける基礎的な研修カリキュラムを導入すること

で、リハビリテーション専門職の意識改革と人材養成や情

報伝達が進められた。 

（２）事業の効率性 

いわてリハビリテーションセンターや三士会等の関係機

関と連携して研修や会議を主催できたことで、関係者間の

共通認識を図りながらの取組の促進につながった。 

その他 リハビリテーション専門職向け研修の開催など、単なる研修に

留まらず、関係者の活動が円滑に行われるよう、またその活動内

容の質の向上に配慮した研修や会議の開催に務めており、新たに

取組みをスタートさせる市町村にも十分配慮した内容で開催す

ることで、各市町村の取組みを支援するものである。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.74】 

新人介護職員指導支援事業 

【総事業費】 

4,461 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 市町村・関係団体等 

事業の期間 平成 27年 7月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において安心し

て生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：30事業所 

事業の内容（当初計画）  介護事業所で働く管理者，中堅職員等を対象に，各事業 

所における新人職員を支える組織体制（離職を防止するた 

めの精神的支援の仕組み）の理解醸成及びその手段となる 

技術（コーチング等）の習得を目的に研修会を開催する。 

  

研修会開催期間：２回 

 受講対象：介護事業所の新人職員の指導に携わる者（管

理者，中堅職員等）  

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会開催 ２回 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会開催（H28年度） ５回 

講習会参加事業所数（H28年度実績） 61事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：参加事業所数：30

事業所 

→61事業所の参加があり、目標を達成した。 

（１）事業の有効性 

新人職員の早期離職の防止，職場への定着に関する研修

を行うことにより，職場での新人教育の手法等の啓蒙が図

られた。 

（２）事業の効率性 

介護人材の不足の一因となっている，新人職員の早期離

職等の防止や職場への定着に寄与する教育手法を集団研修

により紹介することで，受講者自らの事業所で職員研修を

行うなど，ノウハウの習得の効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.75】 

労働環境整備・改善促進事業 

【総事業費】 

4,903 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護人材の不足により休止・廃止となる事業所が顕在化

してきており，介護サービス事業所における新人等の早期

離職等を防止し，職場への定着を図ることにより，今後に

おいても高齢者が必要な介護サービスの提供が受けられる

とともに，安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：セミナー参加者 400人 

事業の内容（当初計画） 介護事業所の経営者・管理者を対象に、労働環境の整備・

改善を促進させるためのセミナーを開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会開催 ８回 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会開催 ７回 

※台風 10号の影響で１回中止 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：セミナー参加者 400

人 

→セミナー７回開催、参加者 192 人であり、目標値には届

かなかったが、参加者アンケートの結果ではほとんどの参

加者からセミナー内容や講師について良い評価を受けてい

る。 

（１）事業の有効性 

職員の離職防止のための様々な知識、技術について、全

国的に活動する専門性の高い講師陣によりセミナーを実施

し、事業所運営に係る新たな視点を提示、気付きを促す機

会となっている。 

（２）事業の効率性 

沿岸部での開催会において参加者数が低調であり、より

一層事業の周知に努める必要がある。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.76】 

介護職員採用支援事業 

【総事業費】 

6,936 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において、安心し

て生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：補助を受けた新規採用職員の人数 140

人 

事業の内容（当初計画） 他地域（内陸部→沿岸部、県外→県外）から介護人材を

確保した介護事業所に対し、新規採用職員の採用に係る経

費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助を受けた新規採用職員の人数 140 人 

アウトプット指標（達成

値） 

補助を受けた新規採用職員の人数 2 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：補助を受けた新規

採用職員の人数 140 人 

→平成 28 年度実績は２人。本事業がニーズに見合っていな

いと考えられるため、当初の想定を大幅に下回る結果とな

った。 

（１）事業の有効性 

介護職員の新規採用にあたって補助をすることは一定の効

果はあるものと考えられるが、本事業が現場のニーズに見

合っておらず十分な効果は得られていない。 

（２）事業の効率性 

職員の新規採用を行った事業所に対する補助として必要十

分な補助額であると考えられる。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.77】 

介護職員資質向上・定着促進事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 岩手県 

事業の期間 平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 
職員のキャリアパスを確立し、雇用を安定化する。 

アウトカム指標：研修を修了した介護職員の人数 20人増 

事業の内容（当初計画） 
研修に参加する介護職員の代替といて勤務する職員の人件

費の一部を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
代替職員として新規就業した人数 20人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修に参加することで資質の向上及び資格の取得を図り、

もって労働環境における評価を高め離職者数を減らす。 

事業の有効性・効率性 
事業終了後 1年以内のアウトカム指標：0人 

（研修を修了した介護職員の人数） 

（１）事業の有効性 

 介護人材が不足している中で即戦力となる代替職員を雇

用することは極めて困難であり、事業スキームに観念上の

意義はあったものの、現実的には有効でなかった。 

（２）事業の効率性 

 代替職員の「代替勤務」の判断のため、事業者に膨大な

書類の提出を求めており、補助額に対して事業者の作業量

が過多となっていた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.78】 

キャリアアップ研修支援事業 

【総事業費】 

2,619 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 市町村・関係団体等 

事業の期間 平成 28年 7月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において安心し

て生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：研修参加者数 100人 

事業の内容（当初計画） 介護事業所の新人職員に対する介護職員として備えてお

くべき知識・スキルの習得を促す研修や、中堅職員に対す

るマネジメント能力等の向上に資する研修の開催（３回）。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者数：100人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修参加者数：58人 

研修開催数：３回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修参加者数 100

人 

 目標値の 100 人には届かなかったが、講座参加者の満足

度は高く、新人介護職員の資質向上及びマネジメント能力

等の向上が図られたと思われる。 

（１）事業の有効性 

 中堅職員へのマネジメント等キャリアアップのための研

修を行うことにより、介護人材の資質の向上につながるた

め有効であると思われる。 

（２）事業の効率性 

 研修への参加者数を増やすため、一層の事業周知等を行

っていく必要がある。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.79】 

雇用管理改善方策普及・促進事業 

【総事業費】 

784 千円 

事業の対象となる区域 盛岡区域、岩手中部区域、胆江区域、両磐区域、気仙区域、

釜石区域、宮古区域、久慈区域、二戸区域 

事業の実施主体 市町村・関係団体等 

事業の期間 平成 28年７月 1日～平成 32年 3月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

多様な介護人材を確保し、高齢者が地域において安心し

て生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：研修会参加者数 20人 

事業の内容（当初計画） 介護事業所における人事考課制度の導入・運用を支援す

る研修会の開催（１回）。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会参加者数 20人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会参加者数７人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修会参加者数 20

人 

 目標値の 20人には届かなかったが、講座参加者の満足度

は高く、人事考課制度の導入について理解促進につながっ

たと思われる。 

（１）事業の有効性 

 介護現場での人事考課、人事制度の運用事例等について

研修することにより、キャリアアップに資するため有効で

あると思われる。 

（２）事業の効率性 

 研修への参加者数を増やすため、一層の事業周知等を行

っていく必要がある。 

その他  

 


